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支部

岩手 H26.3.27 岩手県

宮城 H26.5.9 宮城県

山形 H24.11.22 山形県

茨城 H26.2.7 茨城県

栃木 H27.10.15 栃木県 ※

埼玉 H26.11.27 埼玉県

千葉 H26.7.16 千葉県

石川 H27.3.13 石川県

長野

H25.11.14 名古屋市 H26.7.2 小牧市 H26.10.15 安城市 H26.12.15 一宮市 H27.1.9 豊橋市 H27.3.12 豊田市

H27.3.18 春日井市 H27.3.23 岡崎市 H27.9.17 半田市 H27.10.22 知多市 H27.11.25 大府市 H27.11.27 津島市

H27.12.4 北名古屋市 H27.12.14 武豊町 H28.1.25 日進市 H28.1.26 常滑市 H28.2.3 豊明市 H28.2.8 知立市

H28.2.15 高浜市 H28.3.1 碧南市 H28.3.7 東海市 H28.3.11 稲沢市 H28.3.22 刈谷市 H28.3.30 瀬戸市

H28.6.24 新城市 H28.7.1 犬山市 H28.7.20 尾張旭市 H28.7.25 蟹江町 H28.8.1 清須市 H28.8.1 岩倉市

H28.8.3 愛西市 H28.9.1 田原市 H28.9.9 蒲郡市 H28.10.1 美浜町 H28.10.3 西尾市 H28.11.1 幸田町

H28.11.1 みよし市 H28.11.1 豊川市 H28.11.18 長久手市 H28.12.1 飛島村 H28.12.7 大治町 H28.12.14 東郷町

H28.12.20 あま市 H29.1.4 東浦町 H29.1.11 江南市 H29.2.1 弥富市 H29.3.1 南知多町 H29.3.1 阿久比町

H29.7.1 設楽町 H29.7.1 豊根村 H29.10.1 東栄町 H31.2.1 大口町 H31.2.1 扶桑町

滋賀 H28.2.10 滋賀県

京都 H27.3.19 京都府

大阪 H26.11.27 大阪府

奈良 H23.1.6 奈良県

和歌山 H30.8.1 和歌山県

H26.4.17 琴浦町 H26.9.29 智頭町 H27.1.15 八頭町 H27.1.30 鳥取市 H27.2.3 伯耆町 H27.2.4 倉吉市

H27.2.13 北栄町 H27.2.17 大山町 H27.2.18 若桜町 H27.2.20 日南町 H27.3.16 南部町 H27.3.19 湯梨浜町

H27.3.23 岩美町 H27.3.23 三朝町 H27.7.28 日吉津村 H27.7.30 日野町 H27.9.7 境港市 H27.10.21 米子市

H28.3.3 江府町

H27.11.19 松江市 H27.11.19 浜田市 H27.11.19 出雲市 H27.11.19 益田市 H27.11.19 大田市 H27.11.19 安来市

H27.11.19 江津市 H27.11.19 雲南市 H29.7.19 奥出雲町 H29.7.19 飯南町 H29.7.19 川本町 H29.7.19 美郷町

H29.7.19 邑南町 H29.7.19 津和野町 H29.7.19 吉賀町 H29.7.19 海士町 H29.7.19 西ノ島町 H29.7.19 知夫村

H29.7.19 隠岐の島町

広島 H25.10.11 広島県

香川 H27.1.9 香川県

愛媛 H27.7.2 愛媛県

高知 H27.7.13 高知県

福岡 H28.3.24 福岡県

佐賀 H26.3.24 佐賀県

長崎 H26.11.19 長崎県

熊本 H26.7.23 熊本県

大分 H26.9.3 大分県

宮崎 H27.11.20 宮崎県

鹿児島 H26.3.26 鹿児島県

※【栃木支部】H26.9.3県の条例により設立された「健康長寿とちぎづくり県民会議」に幹事団体として参画

46支部都道府県

山口 H25.12.16 山口県

H30.1.30

兵庫県

みなべ町 H30.12.21

H28.2.17

H26.3.25

島根県

矢掛町

井原市
岡山県H27.7.7

H26.8.20

市区町村 45支部（285市区町村）

H26.12.18 北九州市 H29.3.28 福岡市

H28.3.1

 

H29.1.25 遠野市

多摩市

H26.10.16 中野区

美郷町

福島市

H28.11.24

葛飾区

中央市

敦賀市

神奈川県

金沢市 H27.1.14

富山県

静岡県H24.6.18

岐阜県
美濃加茂市

H30.12.3

上越市

H29.6.28

藤沢市

黒部市

砺波市

H28.10.12

H27.5.15

H28.10.18

H29.2.10

魚津市 H28.4.28 H28.9.30

桐生市

H29.3.24

H26.7.16 佐賀市 H28.4.7 武雄市 H29.1.11 鳥栖市

中土佐町  

阿武町

山口市長門市 H28.4.28

H30.7.9

西条市H28.3.23 愛南町

H26.9.22 読谷村 H29.7.7 沖縄市 H29.7.7 うるま市

H26.9.2 久米島町

H27.2.6

熊本市 H27.4.2

H26.11.4

都城市

H27.12.3 鹿児島市 H28.8.1 姶良市

H27.2.12

合志市

臼杵市 H27.6.26 大分市

大村市

沖縄 H27.12.17 沖縄県
H26.2.24 南城市 H26.7.23 那覇市

H25.3.27

H26.3.17 長崎市 H26.11.17

H26.4.11 宮崎市 H26.11.12 延岡市

豊後大野市

高松市 H28.11.20 宇多津町

H28.11.10

H28.8.18H28.6.14

丸亀市

H30.11.26

H27.10.28 高知市

岐阜

H29.1.26

坂祝町

H28.2.3

島田市

静岡

伊勢市

菰野町

H28.1.28

H30.2.9

各務原市

いなべ市

H27.8.31

岐阜市

H26.8.28

三重

H30.5.18

大垣市

H28.3.25

津市

木更津市

川崎市

飛騨市

鯖江市

H26.10.31

H28.6.16

H31.1.31

富士吉田市 富士川町

H28.2.3

H27.3.27

H26.11.10

H28.11.22

足立区

H28.3.28 日野市

入善町

H25.7.1

小松市

H27.9.3

H28.3.7 笛吹市

H30.12.20

H25.3.19

品川区

H26.5.15 千葉市

館林市

会津若松市H28.4.1

H27.6.1

※

山梨

H27.8.31

越前市

H25.6.28

H30.11.21

松本市

H28.7.15

H29.3.25

大津市

静岡市

高石市

H29.1.4

H26.5.13

愛知 H27.11.1

恵那市

H28.2.23

愛知県

H26.2.19

H26.7.29 H27.6.1

H27.2.23
H26.9.23 三重県

H27.12.18
H28.10.12

滑川市

山梨市

福井県

山梨県

H26.5.7

H25.6.21

H27.2.5 長野市

H27.8.28

多治見市

下呂市

市川三郷町

H26.3.28

H29.8.2
H26.10.10

H28.2.23

H27.3.20 坂井市 H27.11.19

岩見沢市

H27.3.20 H28.3.24

福井

富山

神奈川
H25.11.22 H26.12.22

新潟

東京 H28.6.23

H26.2.28 富山市 H27.10.21

世田谷区 H25.12.19

新潟県

東京都

横浜市

大館市

郡山市

いわき市

H26.11.10

H30.2.20

H27.10.21

旭川市

H26.9.24

都道府県

H26.5.30

H26.3.28 仙台市 H27.12.16 富谷市

H27.3.18 北海道
H26.3.20

H28.4.13

H30.1.30

H26.2.14

H27.2.4

H26.2.14

福島県

秋田

群馬

H28.9.8

福島
H25.6.6

H28.8.3 潟上市

前橋市

秋田県

H26.7.18

青森 H26.2.12 青森県

藤岡市

深浦町 H30.1.30 おいらせ町

秋田市

米沢市 H28.1.27

H28.4.21

＜地方自治体、関係団体等の協定等締結　支部別一覧表＞    　　　

H26.3.25

30年度末時点

市区町村

H30.4.1

弘前市

H30.8.7

H27.1.8

鹿角市

H30.1.23青森市

横手市

山形市 H28.6.20 酒田市

札幌市

伊達市

八戸市 H29.9.27

北海道
H30.5.18 江別市

H29.3.27 柏崎市

H27.10.29

H26.5.28

H27.10.19
H28.1.27

H28.4.15

さいたま市

新潟市三条市

沼田市
群馬県

H27.3.2 相模原市

H25.7.1

魚沼市

高崎市H27.8.4

見附市

H30.7.9 甲府市

南砺市

高岡市

H29.2.16 福井市

高山市

昭和町

上田市

H27.10.30

H27.4.30

H28.3.24

H26.9.1

H29.4.25

H28.10.4 中津川市

浜松市

小松島市

H30.2.1 萩市

岡山市

笠岡市

H26.8.12

津山市

堺市大阪狭山市

奈良市

H27.5.19

H26.9.22

和歌山市

八幡市

東近江市

H25.6.18 豊岡市 H26.3.25

H30.10.31

徳島 H25.12.12

H30.12.26 岩国市

美馬市

H28.10.5

H28.10.28

木津川市

石井町

島根

岡山

鳥取 H26.5.12 鳥取県

兵庫 H27.1.13
神戸市

H31.2.20 姫路市

山陽小野田市

備前市 H27.4.30

徳島県

H25.10.11

H30.3.22

H28.3.31

H31.3.29

防府市

H31.2.26 柳井市 H31.3.28

平生町 H30.7.17

呉市

H28.10.6

阿波市

H29.1.16

H30.4.1

H28.9.13

鳴門市

県内全23市町

光市

H30.12.20

下関市

H30.2.9

下松市

H26.9.24 富士市 H29.4.25 袋井市 H29.5.11 三島市

H30.10.17 藤枝市、藤枝商工会議所、岡部町商工会

H25.3.28

名張市

草津市

東広島市

H28.3.24 尼崎市

-231-



30年度末時点

支部

北海道 H27.11.30 県医師会 H27.11.30 県歯科医師会 H27.11.30 県薬剤師会 H29.4.11 健康保険組合連合会北海道連合会

青森 H29.6.14 県医師会 H29.10.11 県歯科医師会 H29.9.4 県薬剤師会 　

岩手 H27.12.11 県医師会 H27.12.11 県歯科医師会 H28.1.29 県薬剤師会

宮城 H26.7.30 県医師会 H26.4.24 県歯科医師会 H26.3.28 県薬剤師会 H29.6.1 健康保険組合連合会宮城連合会

秋田 H26.2.28 県医師会 H26.2.28 県歯科医師会 H26.2.28 県薬剤師会 H29.4.12 健康保険組合連合会秋田連合会

山形  H29.9.12 県歯科医師会 H29.6.29 健康保険組合連合会山形連合会

福島 H27.4.22 県医師会 H27.3.30 県歯科医師会 H27.3.19 県薬剤師会 H29.7.20 健康保険組合連合会福島連合会

茨城 H26.6.30 県医師会 H30.12.26 健康保険組合連合会茨城連合会　等

栃木 H26.3.18 県医師会 H26.10.23 県歯科医師会 H27.1.9 県薬剤師会 H29.2.1 健康保険組合連合会栃木連合会

群馬 H27.7.14 県医師会 H27.10.14 県歯科医師会 H27.6.4 県薬剤師会

埼玉 H28.6.15 県医師会 H28.7.7 県歯科医師会 H27.9.10 県薬剤師会

千葉 　 　 H27.1.15 県歯科医師会 H28.2.18 県薬剤師会 H28.11.9 健康保険組合連合会千葉連合会

東京 H28.6.23 都医師会 H28.6.23 都歯科医師会 H28.6.23 都薬剤師会 H28.6.23 健康保険組合連合会東京連合会

神奈川 H27.12.18 県歯科医師会 H28.12.15 県薬剤師会 H29.3.27 健康保険組合連合会神奈川連合会

新潟 H29.4.20 県歯科医師会 H29.4.26 県薬剤師会 H28.2.23 健康保険組合連合会新潟連合会

富山 H29.2.28 県歯科医師会 H29.2.21 県薬剤師会

石川 H29.2.23 県医師会 H29.9.1 県歯科医師会 H28.11.17 県薬剤師会

福井 H28.4.18 県医師会 H28.4.18 県歯科医師会 H28.4.18 県薬剤師会 H28.4.18 県国民健康保険団体連合会

山梨 H29.11.16 県歯科医師会 H29.3.31 県薬剤師会

長野 H28.9.29 県薬剤師会 H29.6.1 健康保険組合連合会長野連合会

岐阜 H27.2.26 県歯科医師会

静岡 H28.5.24 県歯科医師会 H28.3.31 県薬剤師会 H29.7.31 静岡県トラック運送健康保険組合


H28.7.1 健康保険組合連合会愛知連合会

H29.2.28 愛知県トラック事業健康保険組合

H27.8.31 県市町村職員共済組合

H29.4.1 健康保険組合連合会三重連合会

滋賀 H28.3.16 県医師会 H28.2.2 県歯科医師会 H28.2.22 県薬剤師会

京都 H29.9.27 府歯科医師会 H28.7.27 府薬剤師会

大阪 H29.5.18 健康保険組合連合会大阪連合会

兵庫 H31.3.18 県歯科医師会 H30.2.21 県薬剤師会 H27.1.13 県国民健康保険団体連合会

奈良 H31.3.20 県医師会 H28.12.1 県薬剤師会

和歌山 H30.7.18 県薬剤師会 H29.5.25 健康保険組合連合会和歌山連合会

鳥取 H28.8.8 県薬剤師会 H26.12.19 県国民健康保険団体連合会

H27.7.15 県国民健康保険団体連合会

H30.10.4 健康保険組合連合会島根連合会

岡山 H27.11.17 県医師会 H27.11.17 県歯科医師会 H27.11.17 県薬剤師会

広島 H25.10.11
三師会を含む
関係14団体

H25.10.11
三師会を含む
関係14団体

H25.10.11
三師会を含む
関係14団体

H25.10.11
三師会を含む
関係14団体

山口 　 H27.3.23 県歯科医師会 H27.3.23 県薬剤師会

徳島 H28.8.17 県医師会 H28.6.2 県歯科医師会 H27.12.25 県薬剤師会 H28.10.19 県国民健康保険団体連合会

香川 H29.7.7 県医師会 H29.8.24 県歯科医師会 H29.7.31 県薬剤師会 　

愛媛 H29.12.1 県医師会 H28.4.18 県歯科医師会 H28.7.21 県薬剤師会 H28.3.18 県国民健康保険団体連合会

高知 H27.9.7 県医師会 H27.9.7 県歯科医師会 H27.9.7 県薬剤師会 H27.10.8 県国民健康保険団体連合会

福岡 H27.3.18 県医師会 H27.4.21 県歯科医師会 H27.4.20 県薬剤師会

佐賀 H28.3.24 県医師会 H28.8.1 県歯科医師会 H28.5.13 県薬剤師会 H28.4.1 県国民健康保険団体連合会

長崎 H26.12.25 県歯科医師会 H27.2.2 県国民健康保険団体連合会

熊本 H27.6.15 県医師会 H26.7.31 県歯科医師会 H27.9.17 県薬剤師会

大分 H27.2.12 臼杵市医師会 H27.10.1 県国民健康保険団体連合会

宮崎 H28.2.17 県医師会 H28.2.17 県歯科医師会 H28.2.17 県薬剤師会

鹿児島 H28.9.1 県医師会 H28.7.27 県歯科医師会 H27.8.12 県薬剤師会 H26.3.26 県国民健康保険団体連合会

H25.8.29 県医師会

H29.7.7 中部地区医師会

健保連 20支部

医師会 29支部 歯科医師会 40支部 薬剤師会 40支部 国保連 12支部

三重

保険者等

県薬剤師会愛知

医師会 歯科医師会 薬剤師会

H26.10.2 県歯科医師会 H27.10.29

H27.7.16 県歯科医師会

沖縄

H27.6.11 県歯科医師会 H27.6.11 県薬剤師会

H29.4.20 県歯科医師会 H28.9.15 県薬剤師会

島根 H27.6.11 県医師会
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支部

北海道 H29.8.22 北海道商工会議所連合会 H30.4.1 北海道大学 H29.4.25 道社会保険労務士会

青森 H29.11.6 県内経済5団体

岩手 H28.4.11 県内経済5団体 H28.3.18 県社会保険労務士会

宮城 H29.11.20 県内経済4団体 H27.2.1 仙台白百合女子大学 H28.5.31 県社会保険労務士会

秋田 H30.9.6 秋田県商工会連合会 H28.11.1 県社会保険労務士会

山形

H27.3.27 県内経済3団体

H28.3.16 福島県中小企業家同友会

H28.2.29 福島県経営者協会連合会

H29.1.27 福島県法人会連合会

茨城 H30.12.26 経済4団体等 H29.2.28 県社会保険労務士会 H28.5.10 茨城労働局

栃木 H26.3.25 県内経済5団体 H27.9.16 県社会保険労務士会 H28.6.30 栃木労働局

群馬 H27.12.28 県内経済5団体 H27.10.9 県社会保険労務士会 H30.1.17 群馬労働局

H28.2.22 さいたま商工会議所

H28.6.27 新座市商工会

H28.9.8 埼玉県商工会連合会

H29.3.13 埼玉県中小企業団体中央会

H28.6.13 埼玉県法人会連合会

H29.5.11 千葉大学

H29.7.3 東京大学附属病院

H27.12.7 東京都商工会連合会

H27.12.7 東京商工会議所

H28.6.23 東京都商工会議所連合会

神奈川 H27.4.1 慶應義塾大学大学院

新潟 H28.2.23 県内経済5団体 H28.7.27 県社会保険労務士会

H28.9.26 富山県商工会議所連合会、県内8商工会議所

H28.11.21 富山県商工会連合会、県内12商工会

H29.3.21 富山県中小企業団体中央会

H28.10.3 石川県商工会連合会

H28.10.3 石川県中小企業団体中央会

H28.10.4 石川県商工会議所連合会

H30.11.15 白山商工会議所

福井 H31.1.25 福井県商工会議所連合会 H28.8.3 県社会保険労務士会 H28.8.3 福井労働局

山梨

H28.7.4 松本大学

H29.6.1 信州大学大学院医学系研究科

岐阜 H30.6.20 岐阜労働局

H29.7.7 浜松商工会議所

H30.3.28 三島商工会議所

H30.3.22 静岡商工会議所

H30.5.14 磐田商工会議所

H30.6.12 富士商工会議所

H30.6.21 富士宮商工会議所

H30.10.23 静岡県中小企業団体中央会

H28.6.2 愛知県商工会連合会

H29.3.31 愛知県経営者協会

H29.5.9 愛知県商工会議所連合会

H30.7.10 愛知県中小企業団体中央会

三重

滋賀 H28.3.24 県内経済3団体 H30.5.30 大阪市立大学大学院生活科学研究科 H27.12.25 県社会保険労務士会 H27.8.20 滋賀労働局

京都 H29.8.31 京都大学大学院医学研究科 H28.8.2 県社会保険労務士会

H27.11.2 大阪市立大学大学院

H29.5.1 大阪歯科大学口腔衛生学講座

H26.10.15 神戸大学大学院

H27.2.26 甲南学園(甲南大学)

奈良 H29.2.13 県社会保険労務士会

和歌山 H30.12.20 県内経済4団体 H30.2.20 県社会保険労務士会 H28.3.25 和歌山労働局

鳥取 H29.6.21 県内経済4団体 H28.10.14 県社会保険労務士会

島根 H28.3.7 県内経済4団体 H29.11.28 島根大学 H28.5.11 県社会保険労務士会

岡山 H28.6.20 県内経済6団体 H28.6.14 県社会保険労務士会

広島 H29.8.8
広島県商工会議所連合会、

広島県商工会連合会、
広島県中小企業団体中央会

H27.10.16 広島大学 H28.2.16 県社会保険労務士会

山口 H29.7.1 県内経済5団体 H28.12.26 県社会保険労務士会

徳島 H29.1.23 県内経済3団体 H28.6.29 県社会保険労務士会

H29.10.6
香川県商工会議所連合会、

香川県商工会連合会、
香川県中小企業団体中央会

H30.1.25 香川経済同友会

H28.8.15 愛媛県中小企業家同友会

H29.8.22 県内経済5団体

H29.1.30 高知県中小企業団体中央会

H29.1.31 高知県商工会議所連合会

H29.2.1 高知県商工会連合会

H29.2.7 高知県経営者協会

福岡

佐賀 H30.12.17 佐賀県商工会議所連合会

長崎

H26.7.1 熊本大学大学院

H29.12.1 熊本大学大学院

大分 H27.3.20 大分県立看護科学大学

宮崎 H28.11.4 県内経済3団体 H27.3.23 宮崎県立看護大学

鹿児島

沖縄 H28.10.19 県社会保険労務士会 H30.2.27 沖縄労働局

経済団体 34支部 研究機関 18支部 社労士会 34支部 労働局 9支部

30年度末時点

H31.3.19 県社会保険労務士会福島 H25.2.8 福島県立医科大学

経済団体 研究機関 社会保険労務士会 労働局

H28.1.8 県社会保険労務士会千葉 H28.11.9 県内経済3団体

H28.6.3 県社会保険労務士会埼玉 H29.4.26 女子栄養大学

H28.8.1 県社会保険労務士会富山

東京 H28.6.23 都社会保険労務士会

長野 H28.7.4 松本商工会議所

H28.10.3 県社会保険労務士会石川

H27.11.24 名古屋大学大学院
医学系研究科 H28.7.6 県社会保険
労務士会愛知

H28.10.31 県社会保険
労務士会静岡

H30.7.30 県社会保険労務士会兵庫 H30.10.23 県内経済3団体

H29.3.31 府社会保険労務士会大阪

H28.8.8 県社会保険労務士会愛媛

H28.8.29 県社会保険労務士会香川 H26.3.20 高松市・香川大学 ※

H28.10.3 県社会保険労務士会 H27.4.22 熊本労働局熊本 H29.6.23 県内経済3団体

高知 H28.5.9 県社会保険労務士会
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支部

北海道 H28.6.13 北央信用組合 H28.8.9 北洋銀行 H29.9.25 北海道信用保証協会 H30.4.1 空知信用金庫

青森 H28.10.25 みちのく銀行 H29.4.1 青森県信用組合 H29.9.29 青い森信用金庫 　

岩手 H28.5.20 岩手銀行 H27.10.1 北日本銀行

秋田 H29.10.23 秋田銀行

山形 H29.7.21 山形銀行 H29.9.1 荘内銀行 H29.11.27 きらやか銀行

福島 H27.4.10 東邦銀行 H27.4.10 福島銀行 H27.4.10 大東銀行 H27.4.10 二本松信用金庫

茨城 H27.10.26 筑波銀行 H27.12.7 常陽銀行

栃木 H27.10.15 足利銀行 H29.11.29 栃木県信用保証協会

H27.12.18 アイオー信用金庫 H28.1.15 高崎信用金庫 H28.1.22 館林信用金庫 H28.2.2 あかぎ信用組合

H28.2.15 群馬県信用組合 H28.2.25 北群馬信用金庫 H28.3.1 利根郡信用金庫 H28.3.24 群馬銀行

H28.7.1 東和銀行 H29.9.8 桐生信用金庫

埼玉 H27.7.10 埼玉県信用保証協会

千葉

東京 H28.4.26 西武信用金庫 H28.9.28 みずほ銀行 H29.1.17 東京信用保証協会

神奈川 H27.10.9 横浜銀行

新潟 H28.3.22 塩沢信用組合 H28.6.1 第四銀行

富山

石川

福井

山梨

長野

岐阜 H27.10.9 十六銀行 H28.4.18 高山信用金庫

静岡 H29.4.27 静岡銀行 H30.6.12 富士信用金庫

愛知 H29.6.1 愛知銀行 H29.6.1 中京銀行 H29.6.1 名古屋銀行 H29.6.29 愛知県信用保証協会

三重

滋賀

京都 H28.9.29 京都信用金庫

大阪

兵庫 H28.10.24 みなと銀行

奈良

和歌山

鳥取 H28.8.22 鳥取銀行 H29.3.30 山陰合同銀行

島根 H28.4.28 山陰合同銀行 H28.4.28 島根銀行

岡山 H28.6.20 中国銀行 H28.6.20 トマト銀行

広島 H27.4.13 広島銀行 H28.9.29 広島県信用保証協会

山口

徳島 H29.1.17 徳島銀行

香川

愛媛 H28.2.10 愛媛銀行

高知 H29.7.4 四国銀行

福岡 H28.7.15 福岡県信用保証協会 H28.11.18 西日本シティ銀行

佐賀

長崎

熊本 H28.1.29 肥後銀行 H29.6.19 西日本シティ銀行

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

28支部

金融機関等

30年度末時点

金融機関

群馬

H28.10.26
石巻商工信用組合、
古川信用組合、
仙北信用組合

H29.12.4
仙南信用金庫、杜の都信用金
庫、宮城第一信用金庫、石巻
信用金庫、気仙沼信用金庫

宮城 H28.11.21 仙台銀行 H28.12.5 七十七銀行
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30年度末時点

支部

H30.4.17 住友生命保険相互会社北海道法人部 H30.7.10 アクサ生命保険株式会社ＭＣＶＰ統括部 H30.8.3 東京海上日動火災保険株式会社 H30.8.27 三井住友海上火災保険株式会社

H30.10.30
損害保険ジャパン日本興亜株式会社　北海道本部

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命株式会社　北海
道統括部

H31.2.26 株式会社フィリップス・ジャパン

青森

岩手 H27.2.13 県がん検診受診率向上プロジェクト協定 H30.8.6 株式会社岩手日報社 H30.8.6 アクサ生命保険株式会社

宮城 H29.5.22 アクサ生命株式会社　仙台支社 H30.6.26 宮城県トラック協会

H26.12.1 秋田県バス協会 H27.1.27 秋田県トラック協会 H28.12.1 秋田県ハイヤー協会 H29.9.21 アクサ生命保険株式会社秋田支社

H30.3.1

国土交通省東北運輸局秋田運輸支局
公益社団法人秋田県バス協会

公益社団法人秋田県トラック協会
一般社団法人秋田県ハイヤー協会

山形 H29.5.30 アクサ生命保険株式会社山形支社 H30.1.25 東京海上日動火災保険株式会社山形支店 H30.7.5 住友生命保険相互会社山形支社

福島 H28.1.20 アクサ生命保険株式会社郡山支社 H29.5.26 東京海上日動火災保険株式会社 H30.9.20 住友生命保険相互会社福島支社 H31.2.5 三井住友海上火災保険株式会社福島支店

茨城

栃木 H27.10.20 県看護協会 H29.3.9 東京海上日動火災保険株式会社栃木支店 H30.7.24 栃木県中小企業診断士会 H31.2.28
アクサ生命保険株式会社宇都宮支社

住友生命保険相互会社栃木支社
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社栃木支社

三井住友海上火災保険株式会社栃木支店

H28.2.24 群馬県スポーツ協会 H29.8.28 アクサ生命保険株式会社群馬支社 H29.9.29 損害保険ジャパン日本興亜株式会社群馬支店 H29.12.13 東京海上日動火災保険株式会社群馬支店

H30.1.18 群馬労働基準協会連合会 H30.8.2 住友生命保険相互会社　群馬支社 H30.11.15 三井住友海上火災保険株式会社群馬支店

埼玉 H28.11.30 埼玉県中小企業診断協会 H29.2.1 労働者健康安全機構埼玉産業保健支援センター

千葉

東京 H28.6.23 東京都中小企業診断士協会
 H28.6.23 東京都総合健康保険組合協議会 H28.6.23 東京都総合組合保健施設振興協会

神奈川 H28.9.7
神奈川県経営者福祉振興財団
神奈川県福祉共済協同組合

新潟

H30.3.12 東京海上日動火災保険株式会社 H30.8.1 株式会社アピアスポーツクラブ H30.8.1 富山市角川介護予防センター H30.8.1 住友生命保険相互会社富山支社

H30.8.1 損害保険ジャパン日本興亜株式会社富山支店 H30.8.1 明治安田生命保険相互会社富山支社 H30.8.1 立山山麓家族旅行村

石川

福井 H29.10.5
国土交通省中部運輸局福井運輸支局

福井県トラック協会、福井県バス協会
福井県タクシー協会

H30.6.29 福井県経営者協会

山梨

長野 H28.7.4 松本市勤労者共済会

岐阜 H28.6.17 国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局 H30.2.19
国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局
岐阜県バス協会、岐阜県タクシー協

会、岐阜県トラック協会

H28.9.5 国土交通省中部運輸局静岡運輸支局 H29.7.31
静岡県バス協会

商業組合静岡県タクシー協会
静岡県トラック協会

H30.3.22 東京海上日動火災保険株式会社 H30.5.1 アクサ生命保険株式会社　静岡支社

H30.10.23 三井住友海上火災保険株式会社

H25.9.25 名古屋製鐵所協力会 H28.2.1 国土交通省中部運輸局 H28.8.1 愛知県中小企業診断士協会 H28.12.1 あいち健康の森健康科学総合センター

H29.5.23
国土交通省中部運輸局三重運輸支局

三重県トラック協会、三重県バス協会
三重県タクシー協会

H30.6.26 アクサ生命保険株式会社　四日市支社 H30.7.13 三井住友海上火災保険株式会社　三重支店 H30.7.31 住友生命保険相互会社　三重支社

H30.7.31 東京海上日動火災保険株式会社　三重支店

滋賀

京都

大阪 H30.3.22 東京海上日動火災保険株式会社関西公務金融部 H30.7.20 住友生命保険相互会社近畿北陸本部 H30.8.7 三井住友海上火災保険株式会社関西業務部

兵庫

奈良 H30.8.2

独立行政法人労働者健康安全機構
奈良産業保健総合支援センター

H31.3.27

朝日生命保険相互会社奈良支社、アクサ生命保険株
式会社大阪支社、東京海上日動火災保険株式会社奈
良支店、損害保険ジャパン日本興亜株式会社奈良支
店、　損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式
会社奈良支社、東京海上日動あんしん生命保険株式

会社

和歌山

鳥取

島根 H30.3.28 アクサ生命保険株式会社山陰支社

岡山 H27.11.17 県看護協会 H27.11.17 県栄養士会

広島 H25.10.11 三師会を含む関係14団体 H30.9.1

住友生命保険相互会社広島支社、住友
生命保険相互会社福山支社、三井住友
海上火災保険株式会社、東京海上日動
火災保険株式会社、大同生命保険株式

会社、アクサ生命保険株式会社

山口

徳島 H30.10.1

アクサ生命保険株式会社南四国支社
三井住友海上火災保険株式会社徳島支店

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社徳
島支社

住友生命保険相互会社徳島支社

香川 H30.8.8
三井住友海上火災保険株式会社高松支
店、東京海上日動火災保険株式会社高

松支店、株式会社アイネクスト
H30.8.8 アクサ生命保険株式会社北四国支社 H30.8.21 住友生命保険相互会社高松支社

H28.9.30 特定非営利活動法人こころ塾 H29.12.19 アクサ生命保険株式会社 北四国支社 H30.2.8 住友生命保険相互会社新居浜支社 H30.2.8 住友生命保険相互会社松山支社

H31.2.15 三井住友海上火災保険株式会社愛媛支店

H28.10.12 高知県トラック協会 H28.10.14
高知県ハイヤー協会

高知市ハイヤー協同組合
H28.10.17 高知県バス協会 H29.6.21 アクサ生命保険株式会社南四国支社

H30.3.28 東京海上日動火災保険株式会社高知支店 H30.4.13 住友生命保険相互会社高知支社

福岡 H29.3.31 西鉄興業株式会社 H30.2.1 株式会社 NewSupport

佐賀 H30.6.26 アクサ生命保険株式会社　佐賀支社 H30.6.26 株式会社　ミズ H30.6.26 東京海上日動火災保険株式会社　佐賀支店

長崎

H29.10.17 東京海上日動火災保険株式会社熊本支店 H29.11.10 熊本県トラック協会 H29.12.7 アクサ生命保険株式会社熊本支社 H30.4.12 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社熊本支社

H31.3.6 一般社団法人　熊本県建築協会

大分

宮崎

鹿児島 H30.9.12

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 鹿
児島支店

損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保
険株式会社 鹿児島支社

H30.9.12 アクサ生命保険株式会社 鹿児島支社 H30.9.13 住友生命保険相互会社 鹿児島支社 H30.9.26 AIG損害保険株式会社鹿児島営業支店

北海道

その他

静岡

H31.2.1

秋田

群馬

富山

三重

愛媛

熊本

高知

損害保険ジャパン日本興亜株式会社中部本部、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社中部統括部、三井住友海上火
災保険株式会社中部本部、AIG損害保険株式会社東海・北陸地域事業本部、第一生命保険株式会社中部総局H29.11.24 愛知運輸支局、愛知県バス協会、愛知県タクシー協

会、名古屋タクシー協会、愛知県トラック協会 H30.2.1 アクサ生命保険株式会社・住友生命保険相互会社中
部本部・東京海上日動火災保険株式会社

愛知

沖縄 H30.2.27
労働者健康安全機構 沖縄産業保

健総合支援センター
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（30年度末時点）

支部名 参画している検討会等の名称／参画者

北海道
道民の健康づくり推進協議会 地域・職域連携推進専門部会／業務部長
北海道　がん対策推進委員会／保健Ｇ長

青森
青森県健康寿命アップ推進会議／企画総務Ｇ長
青森県健康経営推進会議／企画総務Ｇ長　、　がん早期発見のための事業検討会／企画総務Ｇ長

岩手
岩手県健康いわて21プラン推進協議会／支部長　、　岩手県がん対策推進協議会／支部長
健康いわて２１プラン口腔保健専門委員会／企画総務部長
いわて健康データウェアハウス健康課題評価委員会／企画総務部長

宮城

宮城県アルコール健康障害対策推進計画策定懇話会／支部長
みやぎ21健康プラン推進協議会／企画総務部長　、　生活習慣病検診管理指導協議会／企画総務部長
宮城県歯科保健推進協議会／企画総務部長　、　スマートみやぎ健民会議（代表者会議）／支部長
8020運動推進特別事業検討評価委員会／企画総務Ｇ長
宮城県生活習慣病検診管理指導協議会 循環器疾患等部会／企画総務部長
みやぎのデータヘルス推進事業検討会／企画総務部長

秋田

地域・職域連携推進協議会／支部長、企画総務部長、保健Ｇ長　、　患者のための薬局ビジョン推進協議会／保健Ｇ長
秋田県健康づくり県民運動推進協議会／支部長　、　秋田県健康づくり県民運動推進協議会幹事会／企画総務部長
秋田県健康づくり県民運動推進協議会健康経営部会／企画総務Ｇ長
秋田県糖尿病重症化予防プログラム検討会／保健Ｇ長　、　秋田県受動喫煙防止対策検討会／保健Ｇ長
あきた健康長寿政策会議／支部長　、　秋田県総合政策審議会／保健Ｇ長
秋田県総合政策審議会健康長寿・地域共生社会部会／保健Ｇ長
秋田県たばこによる健康被害対策検討委員会／保健Ｇ長

山形
健康長寿推進協議会（地域・職域連携推進協議会）／保健Ｇ長補佐
山形県生活習慣病検診等管理指導協議会／保健Ｇ主任　、　糖尿病等対策検討会／保健Ｇ主任
地域保健・職域保健連携推進会議（村山・置賜・庄内・最上）／保健Ｇ長・保健Ｇ長補佐・主任

福島
チャレンジ福島県民運動推進協議会／支部長
健康ふくしま21推進協議会、地域・職域連携推進専門部会／企画総務部長
健康長寿ふくしま推進対策検討会／企画総務部長　、　福島県歯科保健対策協議会／支部長

茨城

地域・職域連携推進協議会／企画総務部長　、　生活習慣病予防事業推進協議会／企画総務部長
茨城県がん検診推進協議会／支部長　、　茨城県がん検診推進協議会住民検診推進部会／保健グループ長補佐
茨城県がん検診推進協議会職域検診推進部会／保健グループ長補佐
茨城県精神保健福祉審議会／支部長　、　健康いばらき推進協議会／支部長

栃木
とちぎ健康21プラン推進協議会（栃木県地域・職域推進協議会を兼ねる）／支部長
健康長寿とちぎづくり推進県民会議幹事会／支部長　、　栃木県糖尿病予防推進協議会／支部長

群馬
元気県ぐんま21推進会議及び群馬県地域・職域連携推進協議会／企画総務部長
県内10地区　地域・職域連携協議会/企画総務部長・業務部長・各Ｇ長・業務Ｇ長補佐・保健Ｇ長補佐、企画総務主任

埼玉 健康長寿埼玉プロジェクト／支部長

千葉
健康ちば地域・職域連携推進協議会／支部長　、　千葉県糖尿病性腎症重症化予防対策推進検討会／保健Ｇ長
千葉県がん対策審議会 予防・早期発見部会／保健Ｇ主任

東京
東京都健康推進プラン21（第二次）推進会議 職域における健康づくり部会／保健専門役
東京都がん対策推進協議会（予防・早期発見・教育検討部会）／保健専門役

神奈川
かながわ健康プラン21推進会議／企画総務部長　、　神奈川がん克服県民会議／企画総務部長
神奈川県生活習慣病対策委員会・循環器疾病等対策分科会／企画総務部長
かながわ保健指導モデル委員会／企画総務部長　、　地域・職域連携部会／企画総務部長

新潟 健康にいがた21（歩こうにいがた大作戦、減塩ルネッサンス）／保健Ｇ長　、　新潟県地域職域連携推進検討部会／保健Ｇ長

富山

富山県がん対策推進協議会・県民会議／支部長
富山県がん対策推進協議会がん予防検診部会／企画総務部長
富山県透析患者等発生予防推進事業連絡協議会／企画総務部長
富山県透析患者等発生予防推進事業ワーキングＧ／企画総務Ｇ長
県内4地区　地域・職域連携推進協議会／企画総務Ｇ長　、　富山県健康寿命日本一推進会議／支部長

石川 いしかわ健康フロンティア戦略推進会議／支部長　、　地域・職域連携推進委員会／支部長

福井

福井県健康づくり推進協議会（職域保健部会）／保健Ｇ長　、　福井県長寿医療運営懇話会／企画総務部長
福井県肝炎対策協議会／保健Ｇ長　、　福井地域・職域連携推進二次医療圏等協議会／保健Ｇ主任
地域・職域連携推進協議会（坂井、丹南、若狭、二州の4地区）／保健Ｇ長
福井地域がん検診受診率向上対策協議会／保健Ｇ長　、　がん検診推進会議（坂井地区）／保健Ｇ長
働き盛り世代がん検診等受診率向上対策会議（奥越地区）／保健Ｇ長
地域がん検診受診率向上対策協議会（丹南、若狭、二州の3地区）／保健Ｇ長
福井県がん委員会／支部長　、　福井県糖尿病対策推進会議および慢性腎臓病(CKD)対策協議会／保健Ｇ長
福井市健康づくり推進協議会／企画総務部長

山梨

健やか山梨21推進会議／支部長　、　地域・職域保健連携推進協議会／企画総務部長
地域・職域保健連携推進協議会（県内４地区）／企画総務部長・保健Ｇ長
地域・職域保健連携推進協議会ＷＧ（県内２地区）／保健Ｇ長　、　ＣＫＤ予防推進対策協議会／保健Ｇ長
健やか山梨推進会議ＷＧ／保健Ｇ長

長野 長野県健康づくり推進県民会議／支部長

岐阜
ヘルスプランぎふ21地域・職域連携推進部会／企画総務部長　、　ヘルスプランぎふ21推進会議　作業部会／保健Ｇ長補佐
慢性腎臓病（ＣＫＤ）予防対策検討委員会／企画総務部長

静岡
ふじのくに健康増進計画推進協議会／支部長　、　特定健診・特定保健指導推進協議会／支部長
しずおか健康会議／支部長　、　健康はままつ推進会議／支部長
地域・職域連携推進協議会／保健Ｇ長・Ｇ長補佐　、　静岡県8020推進住民会議／企画総務部長

愛知

愛知県健康づくり推進協議会健康増進部会／企画総務部長
愛知県健康づくり推進協議会歯科保健対策部会／企画総務部長　、　健康なごやプラン21推進会議／支部長
県内11地区　地域・職域連携推進協議会／企画総務部長、業務第一部長、業務第二部長、各Ｇ長
愛知県健康経営促進検討会議／企画総務G長補佐

都道府県の「健康増進計画」など健康づくりに関する検討会への参画状況
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（30年度末時点）

支部名 参画している検討会等の名称／参画者

都道府県の「健康増進計画」など健康づくりに関する検討会への参画状況

三重 地域・職域連携推進協議会／企画総務部長

滋賀

健康いきいき21地域・職域推進会議／企画総務部長　、　県内４圏域地域・職域連携推進会議／保健Ｇ長・保健Ｇ保健専門職
甲賀圏域糖尿病対策プロジェクトチーム／保健Ｇ保健専門職　、　大津市地域・職域連携推進担当者会議／保健Ｇ保健専門職
湖南市乳がん検討に関する検討会／保健Ｇ保健専門職　、　「健康しが」共創会議／企画総務部長
東近江圏域糖尿病・慢性腎臓予防地域医療連携推進会議／保健Ｇ保健専門職
「滋賀健康創生」特区地域協議会健康支援サービス運用・評価部会／企画総務部長

京都
きょうと健康長寿推進府民会議／企画総務部長　、　地域・職域連携推進会議／企画総務部長
京都府がん対策推進府民会議／保健Ｇ長　、　きょうと健康長寿・未病改善推進会議／企画総務部長
京都府糖尿病重症化予防戦略会議／保健Ｇ主任（保健師）

大阪 健康おおさか21推進府民会議／支部長　、　地域・職域連携推進協議会／支部長

兵庫 地域・職域連携推進協議会／支部長

奈良
奈良県がん対策推進協議会（がん患者等支援部会）／企画総務Ｇ長
奈良県たばこ対策推進委員会／企画総務部長　、　奈良県アルコール健康障害対策推進会議／企画総務部長
奈良県がん対策推進協議会（がん患者等支援部会）／保健グループ長

和歌山

地域・職域連携推進協議会／支部長　、　健康増進計画推進ワーキングＧ／企画総務Ｇ主任、保健Ｇ長
和歌山県歯と口腔の健康づくり推進に関する検討会／支部長　、　和歌山県受動喫煙防止対策検討会／支部長
和歌山県糖尿病性腎症重症化予防対策推進検討会／保健グループ長
和歌山市糖尿病予防対策に係る連絡調整会議兼糖尿病性腎症重症化予防対策検討会／保健グループ長

鳥取
鳥取県健康づくり文化創造推進県民会議／企画総務部長　、　鳥取県がん対策推進県民会議／保健Ｇ長
業務委託評価チーム及び健康栄養専門会議／保健専門職

島根

健康長寿しまね推進会議／支部長、島根県がん対策推進協議会／企画総務部長
島根県がん対策推進協議会（患者家族支援部会）／企画総務部長
島根県ヘルスケア産業推進協議会／支部長　、　島根県ヘルスケア産業推進協議会分科会／企画総務Ｇ長
島根県地域・職域連携健康づくり推進協議会／保健Ｇ長
島根県たばこ対策推進会議／保健グループ長補佐、島根県肝炎対策協議会／保健Ｇ長
島根県麻しん風しん対策会議／企画総務Ｇ主任、島根県運動推進検討会／保健専門職
糖尿病対策圏域合同連絡会議／保健Ｇ長
健康長寿しまね活動推進委員会／企画総務部長

岡山 健康おかやま21推進会議／企画総務部長　、　地域・職域保健連携推進協議会／企画総務部長

広島

健康ひろしま21推進協議会／支部長　、　ひろしま健康づくり県民運動推進会議／支部長
がん検診へ行こうよ推進会議／支部長　、　広島県肝炎対策協議会／保健Ｇ長
ひろしま食育・健康づくり実行委員会／業務部長　、　ヘルスプロモーション広島スタディ検討委員会／業務部長
広島県歯科衛生連絡協議会「職域における歯科保健推進会議」／保健Ｇ長　、
広島県がん対策推進協議会がん検診推進部会／業務部長
健康づくりの推進に向けた連携協定にかかる担当者会議／企画総務Ｇ長　、
広島県アルコール健康障害対策連絡協議会/保健Ｇ長　、　歯と口腔の健康づくり推進協議会／支部長

山口 健康やまぐち21推進協議会／支部長　、　地域・職域連携推進委員会／企画総務部長

徳島 みんなでつくろう！健康とくしま県民会議／支部長　、　徳島県地域・職域連携推進協議会／支部長

香川
健康づくり審議会／支部長　、　健やか香川21県民会議／企画総務部長・保健専門職
香川県健康福祉事務所健康づくり推進協議会／保健Ｇ長　、　香川県糖尿病対策検討会／保健専門職

愛媛

県民健康づくり推進協議会　地域職域連絡推進部会／企画総務部長
県民健康づくり推進協議会　歯科保健推進部会／保健Ｇ長
県民健康づくり運動地域推進会議（今治・八幡浜・宇和島）／保健Ｇ専門職（保健師）
愛媛県糖尿病対策推進会議／企画総務部長
愛媛県ビッグデータ活用県民健康づくり協議会／企画総務部長

高知

健康づくり推進協議会／保健Ｇ長　／　高知市生活習慣病予防に関する協議会／保健専門職
高知県健康づくり推進協議会（特定健康診査・特定保健指導事業評価専門部会）／企画総務部長
高知県健康づくり推進協議会（地域・職域連携検討専門部会）／保健専門職
高知県歯と口の健康づくり推進協議会／企画総務Ｇ長　、　高知県慢性腎臓病（CKD）対策連絡協議会／保健Ｇ長
安芸地区健康づくり推進協議会／保健Ｇ長　、　高知市口腔保健検討会／保健専門職

福岡
いきいき福岡健康づくり推進協議会／支部長
地域職域連携会議／保健Ｇ長・Ｇ長補佐・主任・保健専門職
ふくおか健康づくり県民会議／支部長

佐賀

地域・職域連携推進協議会／企画総務部長
佐賀県糖尿病対策推進会議／支部長　、　佐賀県がん対策推進協議会／企画総務部長
事業所における生活習慣病・重症化予防モデル事業ワーキング会議／保健Ｇ主任（保健師）
佐賀県ストップ糖尿病対策会議／保健Ｇ長　、　健康アクション佐賀21推進協議会／企画総務Ｇ長補佐

長崎
健康ながさき21推進会議／支部長　、　長崎県地域・職域連携推進協議会／支部長　、
健康長寿日本一長崎県民会議／支部長

熊本 くまもと21ヘルスプラン推進委員会及び地域・職域連携推進協議会／企画総務部長　、　健康づくり県民会議／支部長

大分
健康寿命日本一おおいた創造会議／支部長　、　大分県がん対策推進協議会／支部長
地域・職域連携推進部会／企画総務部長　、　生涯健康県おおいた２１推進協議会／支部長
健康経営事業所実践支援検討会議／企画総務Ｇ長・主任

宮崎 地域・職域連携推進協議部会／企画総務部長　、　宮崎県健康長寿社会づくり推進会議／支部長

鹿児島
健康かごしま21推進協議会／支部長　、　鹿児島県CKD対策協議会／支部長
鹿児島県歯科口腔保健推進協議会実務担当者検討会／保健Ｇ長　、　地域・職域・学域推進委員会／保健専門職

沖縄 長寿復活県民会議／支部長　、　健康おきなわ21推進会議（地域職域推進協議会）／企画総務部長、保健Ｇ長
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地域別ジェネリックカルテ（都道府県別） 

 

注意事項 

※1 地域別の集計は、医療機関および薬局の所在地に基づく。 

※2 平成 30 年 10 月診療分の医科、DPC、調剤レセプトを対象とする。DPC についてはコーディン

グデータを集計対象とする。 

※3 数量は、薬価基準告示上の規格単位毎に数えたもの。ただし、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、

生薬、漢方を除く。 

※4 ジェネリック医薬品使用割合は、数量ベース新指標にて算出。後発品数量 ÷（後発のある先発

品数量＋後発品数量） 

※5 医薬品の区分は、厚生労働省「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報（平成 30 年 11 月

20 日適用）」による。 

※6 実質院内処方率として、医薬品処方数量に基づいて算出している。（院内処方医薬品数量）/（院

内処方医薬品数量＋院外処方医薬品数量） 

※7 実質一般名処方率として、一般名処方加算にヒモ付くレセプト数に基づいて算出している。（一

般名処方加算 1 または 2 が存在する医科レセプトに、支部、記号、番号、性別、生年月日がヒ

モ付く調剤レセプトの数）/（調剤レセプトの数） 

※8 一般名処方加算 1 が存在する医科レセプトに、支部、記号、番号、性別、生年月日がヒモ付く調

剤レセプトのみを集計対象とする。 

※9 実質院外処方率として、医薬品処方数量に基づいて算出している。（院外処方医薬品数量）/（院

内処方医薬品数量＋院外処方医薬品数量） 

※10 （調剤レセプトの加入者の都合で後発品を調剤しなかったコメントレコードのあるレセプト数）

/（一般名処方加算が存在する医科レセプトに、支部、記号、番号、性別、生年月日がヒモ付く

調剤レセプト数） 

※11 国公費の記載のあるレセプトを集計対象とする。（地方単独公費のみのレセプトは集計対象外） 

※12 厚労省「調剤医療費の動向～平成 29 年度版～」制度別後発医薬品割合（数量ベース）（都道府

県別）より、協会一般と全保険者のジェネリック医薬品使用割合の差分。 

※13 影響度は偏差値 50 からの差分が、県全体のジェネリック医薬品使用割合に与える影響を示す。

例えば、影響度が+0.6 ならば、当該指標が県全体のジェネリック割合を 0.6 ポイント引き上げ

ていることを意味する。影響度は、該当指標の全体平均からの差分に数量構成割合の比率を乗じ

て算出している。数量構成割合は地域によって異なるため、全体の影響度とその内訳の合計は必

ずしも一致しない。 
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【医療機関の視点】

偏差値
指標
数値

影響度
（※13）

01 北海道 56 76.9 54 66.5 + 0.4 45 80.0 - 0.0 53 65.0 + 0.2 52 64.3 + 0.1 55 19.3

02 青森 59 78.0 68 73.4 + 1.5 51 81.7 + 0.0 49 61.7 - 0.0 73 75.1 + 1.5 58 17.1

03 岩手 68 81.6 62 70.5 + 1.0 57 83.7 + 0.0 63 72.8 + 0.3 59 67.9 + 0.6 58 17.5

04 宮城 60 78.4 57 68.2 + 0.7 50 81.5 + 0.0 48 61.3 - 0.0 60 68.3 + 0.7 57 18.3

05 秋田 55 76.6 47 63.1 - 0.2 59 84.1 + 0.1 60 70.0 + 0.2 40 58.1 - 0.6 60 16.2

06 山形 61 78.6 65 72.0 + 1.7 54 82.5 + 0.0 56 67.0 + 0.1 66 71.7 + 1.5 51 22.3

07 福島 55 76.7 62 70.5 + 1.3 49 81.1 - 0.0 54 65.6 + 0.2 65 70.9 + 1.2 50 23.1

08 茨城 49 74.2 47 63.1 - 0.3 51 81.6 + 0.0 53 64.7 + 0.1 45 60.4 - 0.4 55 19.4

09 栃木 49 74.1 47 63.0 - 0.5 45 79.7 - 0.0 60 70.1 + 0.7 41 58.2 - 0.9 39 30.6

10 群馬 52 75.2 57 67.8 + 1.1 48 80.8 - 0.0 52 63.8 + 0.1 59 68.0 + 1.3 32 35.0

11 埼玉 53 75.7 50 64.4 - 0.0 49 81.0 - 0.0 54 65.8 + 0.1 48 62.1 - 0.1 57 18.4

12 千葉 54 76.1 53 66.1 + 0.3 56 83.3 + 0.0 63 72.5 + 0.4 47 61.5 - 0.2 57 18.3

13 東京 40 70.9 40 59.5 - 0.8 52 82.0 + 0.0 41 55.8 - 0.3 37 56.6 - 0.6 59 16.8

14 神奈川 50 74.5 49 64.3 - 0.0 62 85.2 + 0.1 61 71.2 + 0.3 38 57.1 - 0.5 64 12.9

15 新潟 54 76.2 38 58.7 - 1.0 28 74.6 - 0.1 27 44.7 - 1.2 57 66.8 + 0.3 57 18.2

16 富山 53 75.9 54 66.4 + 0.6 66 86.3 + 0.1 51 63.7 + 0.1 55 65.6 + 0.5 37 31.8

17 石川 52 75.3 54 66.4 + 0.5 55 82.8 + 0.0 53 64.7 + 0.1 54 65.1 + 0.4 40 29.9

18 福井 52 75.2 62 70.3 + 2.5 52 81.9 + 0.0 59 69.7 + 0.7 63 69.7 + 2.1 20 43.0

19 山梨 38 70.0 44 61.5 - 0.6 62 85.3 + 0.1 63 72.2 + 0.3 37 56.6 - 0.9 57 18.2

20 長野 56 77.1 52 65.4 + 0.2 58 84.0 + 0.0 49 61.9 - 0.0 52 64.2 + 0.2 52 21.4

21 岐阜 45 72.8 44 61.7 - 0.7 40 78.3 - 0.1 32 48.6 - 0.8 53 64.5 + 0.2 46 25.8

22 静岡 53 75.7 48 63.7 - 0.2 42 78.8 - 0.0 52 64.4 + 0.1 47 61.4 - 0.2 52 21.4

23 愛知 47 73.6 44 61.4 - 0.9 43 79.2 - 0.0 45 58.6 - 0.3 46 60.9 - 0.4 42 28.1

24 三重 49 74.4 47 63.0 - 0.4 42 78.9 - 0.0 41 56.1 - 0.4 51 63.6 + 0.1 42 28.3

25 滋賀 55 76.5 57 68.1 + 0.7 57 83.6 + 0.0 64 73.7 + 0.2 55 66.0 + 0.5 55 19.7

26 京都 39 70.4 46 62.4 - 0.7 45 79.9 - 0.0 40 55.3 - 0.3 48 62.3 - 0.2 36 32.4

27 大阪 40 70.8 46 62.7 - 0.5 57 83.5 + 0.0 44 58.4 - 0.2 48 61.9 - 0.3 42 28.5

28 兵庫 49 74.1 52 65.6 + 0.2 58 84.0 + 0.0 56 67.4 + 0.2 49 62.8 - 0.0 51 22.3

29 奈良 35 68.8 27 53.1 - 3.9 18 71.4 - 0.2 21 40.3 - 2.6 41 58.6 - 0.9 31 35.5

30 和歌山 37 69.8 43 61.3 - 1.2 49 81.1 - 0.0 49 61.5 - 0.1 45 60.3 - 0.9 30 36.7

31 鳥取 55 76.5 56 67.8 + 0.8 62 85.3 + 0.1 51 63.2 + 0.0 57 66.9 + 0.8 46 25.6

32 島根 59 78.0 61 70.3 + 1.1 63 85.5 + 0.1 52 64.0 + 0.0 62 69.3 + 1.0 54 20.1

33 岡山 46 73.0 49 64.2 - 0.1 48 80.9 - 0.0 49 61.6 - 0.1 52 64.0 + 0.2 32 35.1

34 広島 45 72.8 50 64.5 - 0.0 44 79.6 - 0.0 52 64.4 + 0.1 48 62.1 - 0.1 51 22.0

35 山口 54 76.0 51 65.0 + 0.1 41 78.5 - 0.1 57 68.4 + 0.3 48 62.3 - 0.1 51 22.3

36 徳島 21 63.6 28 53.6 - 3.9 34 76.4 - 0.1 40 54.8 - 0.9 27 50.9 - 2.7 32 35.3

37 香川 40 70.9 43 61.0 - 0.9 40 78.4 - 0.1 47 60.6 - 0.1 42 59.2 - 0.7 47 25.0

38 愛媛 40 70.9 40 59.7 - 1.7 34 76.5 - 0.1 45 58.5 - 0.3 41 58.5 - 1.1 33 34.4

39 高知 32 67.9 32 55.7 - 2.1 41 78.4 - 0.1 40 55.1 - 0.4 31 53.0 - 1.7 48 24.4

40 福岡 53 76.0 59 68.8 + 0.8 54 82.7 + 0.0 60 70.6 + 0.5 52 64.4 + 0.1 53 20.5

41 佐賀 61 78.7 56 67.4 + 0.4 39 78.0 - 0.1 48 61.0 - 0.1 57 66.9 + 0.3 61 15.0

42 長崎 56 76.8 61 70.3 + 1.3 50 81.3 - 0.0 56 66.9 + 0.2 62 69.6 + 0.9 51 22.4

43 熊本 54 76.3 61 69.9 + 1.5 49 81.1 - 0.0 61 71.1 + 0.7 59 67.9 + 0.9 42 28.5

44 大分 49 74.1 53 66.0 + 0.3 42 79.0 - 0.1 44 57.9 - 0.3 57 67.1 + 0.6 48 23.9

45 宮崎 60 78.3 52 65.5 + 0.2 38 77.6 - 0.1 51 63.2 + 0.0 53 64.7 + 0.2 55 19.4

46 鹿児島 68 81.3 67 72.9 + 1.8 49 81.1 - 0.0 64 73.7 + 0.8 65 70.8 + 0.9 50 22.6

47 沖縄 79 85.8 80 79.3 + 2.4 72 88.4 + 0.2 76 82.4 + 0.8 74 75.7 + 1.2 59 16.6

- 全体 - 74.6 - 64.6 - - 81.4 - - 62.6 - - 63.1 - - 22.8

入院

外来

病院 診療所

院内処方率
（※6）

院内処方ジェネリック医薬品使用割合
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ジェネリック
医薬品使用
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院内処方
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院外処方ジェネリック医薬品使用割合 一般名処方率

01 北海道 56 79.3 + 1.4 58 79.3 + 0.8 54 79.2 + 0.7 45 50.8 - 0.8 49 32.9 - 0.1 51 57.4 + 0.1

02 青森 54 78.9 + 1.2 43 74.7 - 0.5 58 80.4 + 1.6 44 50.2 - 1.0 41 27.1 - 0.7 44 55.0 - 0.6

03 岩手 70 83.8 + 5.3 73 84.1 + 1.8 68 83.7 + 3.5 57 55.6 + 1.2 48 32.6 - 0.1 60 61.0 + 1.1

04 宮城 60 80.7 + 2.6 56 78.8 + 0.4 61 81.3 + 2.2 50 52.6 - 0.0 45 30.1 - 0.4 50 57.0 - 0.0

05 秋田 55 79.2 + 1.4 63 80.9 + 1.3 51 78.2 + 0.2 55 54.8 + 0.9 71 48.3 + 2.2 49 56.9 - 0.1

06 山形 60 80.5 + 2.4 55 78.4 + 0.4 61 81.4 + 2.0 61 57.2 + 1.7 53 36.2 + 0.3 62 61.8 + 1.2

07 福島 53 78.5 + 0.7 48 76.2 - 0.1 55 79.3 + 0.9 46 51.0 - 0.6 32 21.1 - 1.3 52 57.8 + 0.2

08 茨城 48 76.8 - 0.6 49 76.7 - 0.1 47 76.9 - 0.5 49 52.2 - 0.2 57 38.9 + 0.7 48 56.5 - 0.2

09 栃木 54 78.7 + 0.8 48 76.2 - 0.1 56 79.6 + 0.9 64 58.2 + 1.9 56 37.7 + 0.4 64 62.4 + 1.3

10 群馬 55 79.2 + 1.1 53 77.7 + 0.2 57 79.9 + 0.9 53 54.1 + 0.4 42 27.9 - 0.6 61 61.0 + 0.8

11 埼玉 52 78.2 + 0.6 54 78.1 + 0.3 51 78.2 + 0.3 51 53.3 + 0.2 48 32.3 - 0.2 53 58.2 + 0.3

12 千葉 53 78.3 + 0.7 53 77.9 + 0.2 52 78.5 + 0.4 46 51.2 - 0.6 52 35.1 + 0.2 45 55.3 - 0.5

13 東京 35 72.9 - 3.9 37 72.9 - 0.9 36 73.0 - 3.0 38 47.9 - 2.0 44 29.7 - 0.4 34 51.1 - 1.8

14 神奈川 45 75.9 - 1.4 52 77.5 + 0.1 43 75.4 - 1.5 48 52.0 - 0.3 60 40.6 + 0.7 42 53.9 - 1.0

15 新潟 57 79.8 + 1.9 44 75.0 - 0.5 62 81.7 + 2.3 61 56.9 + 1.7 47 31.7 - 0.2 63 62.0 + 1.4

16 富山 59 80.3 + 1.9 54 78.1 + 0.3 62 81.8 + 1.6 53 54.0 + 0.4 46 30.9 - 0.4 65 62.7 + 1.1

17 石川 55 79.2 + 1.2 55 78.4 + 0.5 56 79.8 + 0.8 52 53.4 + 0.2 45 30.2 - 0.6 67 63.4 + 1.2

18 福井 55 79.0 + 0.8 57 79.0 + 0.5 53 78.9 + 0.4 69 60.2 + 2.1 80 55.4 + 2.7 65 62.6 + 0.8

19 山梨 32 71.9 - 4.6 39 73.5 - 1.0 30 71.0 - 3.5 24 42.4 - 4.1 30 19.7 - 2.0 29 49.3 - 2.0

20 長野 59 80.3 + 2.2 60 80.1 + 1.0 58 80.4 + 1.3 47 51.5 - 0.4 49 33.2 - 0.1 52 57.9 + 0.2

21 岐阜 47 76.6 - 0.7 45 75.3 - 0.3 48 77.0 - 0.4 60 56.6 + 1.4 52 35.3 + 0.2 60 60.9 + 1.0

22 静岡 54 78.9 + 1.1 52 77.4 + 0.1 54 79.2 + 0.9 61 56.9 + 1.6 52 35.0 + 0.1 58 60.0 + 0.9

23 愛知 52 78.2 + 0.5 51 77.3 + 0.1 52 78.4 + 0.4 62 57.4 + 1.7 52 34.8 + 0.1 61 61.1 + 1.1

24 三重 54 78.8 + 0.9 50 76.9 - 0.0 55 79.5 + 0.9 61 57.0 + 1.5 39 26.0 - 0.7 64 62.2 + 1.3

25 滋賀 53 78.5 + 0.8 49 76.6 - 0.1 55 79.4 + 0.9 45 50.8 - 0.7 39 26.0 - 1.0 51 57.3 + 0.1

26 京都 40 74.2 - 2.2 40 73.9 - 0.8 40 74.5 - 1.3 32 45.7 - 2.3 43 28.7 - 0.7 37 52.3 - 0.9

27 大阪 39 74.0 - 2.5 40 73.8 - 0.6 39 74.1 - 1.9 45 50.7 - 0.7 48 32.3 - 0.1 44 54.7 - 0.6

28 兵庫 47 76.4 - 0.8 49 76.5 - 0.1 46 76.4 - 0.8 44 50.2 - 1.0 48 32.5 - 0.1 41 53.8 - 0.9

29 奈良 48 76.9 - 0.4 50 76.9 + 0.0 47 76.8 - 0.4 50 52.6 - 0.0 50 33.5 - 0.0 49 56.7 - 0.1

30 和歌山 42 75.0 - 1.6 34 72.0 - 1.1 46 76.6 - 0.5 45 50.7 - 0.6 55 37.4 + 0.4 44 54.6 - 0.5

31 鳥取 56 79.5 + 1.5 53 77.8 + 0.2 58 80.4 + 1.3 45 50.6 - 0.8 43 28.9 - 0.6 49 56.5 - 0.1

32 島根 58 79.9 + 1.9 62 80.6 + 0.9 56 79.6 + 1.0 49 52.3 - 0.2 60 40.9 + 0.9 44 54.9 - 0.6

33 岡山 50 77.4 - 0.1 50 76.9 - 0.0 50 77.6 - 0.1 63 57.8 + 1.7 65 44.6 + 1.1 61 61.3 + 0.9

34 広島 42 75.0 - 2.0 42 74.3 - 0.5 43 75.3 - 1.4 55 54.9 + 0.8 52 35.4 + 0.2 54 58.5 + 0.4

35 山口 55 79.1 + 1.2 48 76.3 - 0.2 57 80.2 + 1.4 51 53.0 + 0.1 33 21.7 - 1.3 57 59.6 + 0.7

36 徳島 23 69.1 - 5.4 18 66.9 - 2.1 27 70.2 - 3.3 35 46.7 - 1.9 37 24.3 - 1.0 38 52.6 - 0.9

37 香川 40 74.3 - 2.4 40 73.7 - 0.9 41 74.6 - 1.5 46 51.0 - 0.6 54 36.7 + 0.4 46 55.5 - 0.4

38 愛媛 48 76.9 - 0.4 54 78.1 + 0.3 45 76.1 - 0.6 50 52.9 + 0.1 54 36.6 + 0.4 54 58.7 + 0.3

39 高知 32 71.8 - 4.3 31 70.9 - 2.3 35 72.7 - 1.9 29 44.4 - 3.1 53 35.5 + 0.3 30 49.7 - 1.3

40 福岡 51 77.7 + 0.2 51 77.1 + 0.0 50 77.9 + 0.1 51 53.1 + 0.2 51 34.6 + 0.1 48 56.4 - 0.2

41 佐賀 60 80.5 + 2.6 54 78.2 + 0.3 61 81.5 + 2.3 67 59.6 + 2.9 65 44.4 + 1.4 67 63.6 + 1.9

42 長崎 54 78.7 + 0.9 58 79.5 + 0.7 52 78.3 + 0.3 37 47.6 - 1.9 39 26.0 - 1.0 40 53.3 - 1.0

43 熊本 54 78.9 + 1.0 53 77.8 + 0.2 55 79.3 + 0.8 61 57.2 + 1.6 53 35.9 + 0.2 63 62.0 + 1.2

44 大分 47 76.5 - 0.8 48 76.3 - 0.2 46 76.6 - 0.6 43 50.0 - 1.0 53 35.6 + 0.3 44 54.8 - 0.5

45 宮崎 62 81.2 + 3.0 59 79.7 + 0.6 62 81.8 + 2.4 51 53.1 + 0.2 48 32.3 - 0.2 53 58.1 + 0.3

46 鹿児島 70 83.7 + 4.8 64 81.3 + 1.0 71 84.6 + 3.8 72 61.6 + 3.4 74 51.0 + 1.9 69 64.1 + 1.9

47 沖縄 80 87.0 + 8.0 76 84.9 + 2.0 81 88.0 + 6.0 54 54.3 + 0.7 51 34.3 + 0.1 57 59.5 + 0.7

- 全体 - 77.5 - - 76.9 - - 77.8 - - 52.7 - - 33.8 - - 57.1 -

病院 診療所 病院 診療所
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01 北海道 56 79.3 + 1.4 58 87.4 55 80.7 56 15.0 + 1.9 54 65.1 + 0.1 64 + 2.7

02 青森 54 78.9 + 1.2 63 89.0 58 82.9 68 10.7 + 5.5 43 60.6 - 0.2 65 + 2.8

03 岩手 70 83.8 + 5.3 68 90.4 58 82.5 66 11.4 + 4.9 69 71.3 + 0.5 53 + 1.8

04 宮城 60 80.7 + 2.6 61 88.4 57 81.7 61 13.2 + 3.3 55 65.6 + 0.1 53 + 1.8

05 秋田 55 79.2 + 1.4 58 87.6 60 83.8 55 15.3 + 1.6 57 66.6 + 0.2 61 + 2.5

06 山形 60 80.5 + 2.4 61 88.3 51 77.7 57 14.6 + 2.2 62 68.7 + 0.3 43 + 0.9

07 福島 53 78.5 + 0.7 54 86.5 50 76.9 54 15.8 + 1.3 50 63.7 + 0.0 61 + 2.5

08 茨城 48 76.8 - 0.6 45 83.8 55 80.6 48 18.1 - 0.6 61 68.0 + 0.2 53 + 1.8

09 栃木 54 78.7 + 0.8 48 84.7 39 69.4 44 19.6 - 1.8 44 61.3 - 0.2 58 + 2.2

10 群馬 55 79.2 + 1.1 54 86.5 32 65.0 60 13.6 + 3.0 59 67.3 + 0.2 29 - 0.3

11 埼玉 52 78.2 + 0.6 54 86.3 57 81.6 53 16.2 + 0.9 59 67.4 + 0.2 50 + 1.5

12 千葉 53 78.3 + 0.7 49 84.8 57 81.7 48 18.0 - 0.6 58 66.7 + 0.2 57 + 2.1

13 東京 35 72.9 - 3.9 33 80.4 59 83.2 38 21.8 - 3.7 42 60.2 - 0.2 53 + 1.8

14 神奈川 45 75.9 - 1.4 41 82.6 64 87.1 44 19.3 - 1.6 57 66.6 + 0.2 59 + 2.3

15 新潟 57 79.8 + 1.9 60 88.2 57 81.8 54 15.9 + 1.2 48 62.8 - 0.1 56 + 2.0

16 富山 59 80.3 + 1.9 57 87.2 37 68.2 57 14.9 + 2.0 51 64.2 + 0.0 50 + 1.5

17 石川 55 79.2 + 1.2 49 85.0 40 70.1 44 19.5 - 1.8 61 68.2 + 0.4 47 + 1.2

18 福井 55 79.0 + 0.8 48 84.5 20 57.0 38 21.5 - 3.5 54 65.2 + 0.1 31 - 0.1

19 山梨 32 71.9 - 4.6 34 80.5 57 81.8 34 23.0 - 4.7 42 60.4 - 0.2 32 - 0.0

20 長野 59 80.3 + 2.2 56 86.9 52 78.6 57 15.0 + 1.9 56 66.3 + 0.2 43 + 0.9

21 岐阜 47 76.6 - 0.7 45 83.8 46 74.2 39 21.4 - 3.3 45 61.4 - 0.1 59 + 2.3

22 静岡 54 78.9 + 1.1 54 86.3 52 78.6 38 21.7 - 3.6 54 65.5 + 0.1 54 + 1.9

23 愛知 52 78.2 + 0.5 51 85.6 42 71.9 45 19.2 - 1.5 40 59.5 - 0.3 58 + 2.2

24 三重 54 78.8 + 0.9 56 87.0 42 71.7 51 17.0 + 0.3 49 63.3 - 0.0 52 + 1.7

25 滋賀 53 78.5 + 0.8 53 86.0 55 80.3 48 18.0 - 0.5 45 61.4 - 0.2 66 + 2.9

26 京都 40 74.2 - 2.2 40 82.2 36 67.6 40 21.0 - 3.0 43 60.9 - 0.2 57 + 2.1

27 大阪 39 74.0 - 2.5 35 80.9 42 71.5 38 21.5 - 3.4 37 58.3 - 0.4 48 + 1.4

28 兵庫 47 76.4 - 0.8 43 83.3 51 77.7 41 20.7 - 2.8 48 62.7 - 0.1 57 + 2.1

29 奈良 48 76.9 - 0.4 45 83.8 31 64.5 41 20.6 - 2.7 27 54.3 - 0.7 64 + 2.7

30 和歌山 42 75.0 - 1.6 40 82.4 30 63.3 49 17.8 - 0.4 39 59.2 - 0.3 62 + 2.5

31 鳥取 56 79.5 + 1.5 62 88.6 46 74.4 58 14.5 + 2.3 52 64.5 + 0.1 35 + 0.2

32 島根 58 79.9 + 1.9 59 87.8 54 79.9 64 12.3 + 4.1 62 68.5 + 0.5 30 - 0.2

33 岡山 50 77.4 - 0.1 51 85.6 32 64.9 55 15.5 + 1.5 44 61.3 - 0.2 34 + 0.1

34 広島 42 75.0 - 2.0 44 83.6 51 78.0 51 17.0 + 0.3 44 61.2 - 0.2 56 + 2.0

35 山口 55 79.1 + 1.2 59 87.9 51 77.7 63 12.6 + 3.9 53 65.0 + 0.1 50 + 1.5

36 徳島 23 69.1 - 5.4 34 80.5 32 64.7 36 22.3 - 4.1 21 51.6 - 0.8 42 + 0.8

37 香川 40 74.3 - 2.4 42 83.0 47 75.0 46 18.7 - 1.1 43 60.6 - 0.2 46 + 1.2

38 愛媛 48 76.9 - 0.4 58 87.5 33 65.6 51 16.8 + 0.4 47 62.3 - 0.1 38 + 0.5

39 高知 32 71.8 - 4.3 32 80.1 48 75.6 45 19.3 - 1.6 39 59.1 - 0.3 51 + 1.6

40 福岡 51 77.7 + 0.2 52 85.7 53 79.5 58 14.3 + 2.5 58 67.0 + 0.3 47 + 1.3

41 佐賀 60 80.5 + 2.6 58 87.6 61 85.0 61 13.2 + 3.4 63 69.1 + 0.4 56 + 2.0

42 長崎 54 78.7 + 0.9 61 88.3 51 77.6 64 12.1 + 4.3 54 65.4 + 0.2 54 + 1.9

43 熊本 54 78.9 + 1.0 56 87.1 42 71.5 61 13.3 + 3.3 59 67.4 + 0.4 44 + 1.0

44 大分 47 76.5 - 0.8 51 85.4 48 76.1 51 17.1 + 0.2 40 59.6 - 0.3 31 - 0.1

45 宮崎 62 81.2 + 3.0 71 91.2 55 80.6 67 11.2 + 5.0 50 63.6 - 0.0 41 + 0.7

46 鹿児島 70 83.7 + 4.8 64 89.3 50 77.4 68 10.9 + 5.2 62 68.5 + 0.4 48 + 1.4

47 沖縄 80 87.0 + 8.0 75 92.3 59 83.4 75 8.1 + 7.6 71 72.2 + 0.9 53 + 1.8

- 全体 - 77.5 - - 85.2 - 77.2 - 17.3 - - 63.6 - - + 1.5
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【薬局の視点】

一般名処方限定
調剤ジェネリック
医薬品使用割合
（※8）

院外処方率
（※9）

調剤ジェネリック
医薬品使用割合
（院外処方再掲）

【患者の視点】

加入者ジェネリック拒否
割合
（※10）

公費対象者ジェネリック
医薬品使用割合
（※11）

全保険者との
ジェネリック医薬
品使用割合の乖
離
（※12）
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加入者の医療保険制度等の認知に関する調査（概要） 

 

1． 調査概要 

 

（1）調査の目的 

 協会けんぽ加入者を対象に、保険料や現金給付、健診・保健指導、その他協会けんぽの取組、

医療のかかり方に関する認知、理解度を把握し、特に理解が進んでいない分野に注力して広報

を展開し、その結果を踏まえて新たな広報手段を検討するなど、広報分野の PDCA サイクルを

回すための基礎資料とする。 

 

（2）調査設計 

調査対象者：委託先である株式会社クロス・マーケティングのインターネットモニターのうち、

協会けんぽの加入者（事業主・被保険者・被扶養者）。 

       いずれも事前調査により把握した。 

対象者条件：20 歳から 74 歳男女 

対象者数 ：有効回収数 7,200 サンプル 

 

（3）調査手法 

 インターネット調査 

 

（4）調査実施時期 

平成 30 年 12 月 7 日～12 日 

 

（5）調査内容 

 ◇ 保険料に関する認知 

 ◇ 現金給付に関する認知 

 ◇ 健診・保健指導に関する認知 

 ◇ 協会けんぽの取組等に関する認知 

 ◇ 医療のかかり方に関する認知 

 ◇ 情報周知状況について 

 

 ※  本調査において、複数回答のデータにはその旨記載している。 

  特に記載のないデータは単数回答である。 
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（6）回答者基本属性 

 ➤ 性別：「男性」51.0％、「女性」49.0％ 

 ➤ 年代：「20 歳代」7.6％、「30 歳代」19.3％、「40 歳代」29.5％、「50 歳代」29.0％、 

   「60 歳代以上」14.6％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※上記グラフはすべて TOTAL（n=7,200）、単位は％ 
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2． 調査結果 

（1）保険料に関する認知 

① 保険料率等に関する認知率 

「保険料は、被保険者と事業主(勤務先)が半分ずつ負担していること」の認知率は 55.4%(前

年 74.3%)、事業主では 78.0% (前年 95.4%)である。最も認知率が低いのは「加入支部の保険

料率が何%か」で 12.9% (前年 9.7%)、事業主では 32.0% (前年 28.5%)、被保険者で 14.9% (前

年 10.4%)である。「介護保険料は、健康保険の保険料と一括で徴収」の認知率は 39.8%、事

業主では 62.0%である。いずれの内容についても、事業主の認知率が最も高く、被保険者、

被扶養者の順となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 医療保険の財源や使途等に関する認知率 

「協会けんぽの運営する医療保険には、国からの補助金(税金)が支払われていること」の認

知率は 33.3%(前年 36.0%)。「協会けんぽの支出の約６割は加入者の皆様への保険給付、約４

割は高齢者医療への拠出金となっていること」の認知率は 17.0%(前年 14.3%)、「医療費の伸

びが賃金の伸びを上回り、協会けんぽの保険財政は赤字構造」の認知率は 23.8%(前年 26.8%)

と低いレベルとなっている。いずれの内容についても、事業主に比べ、被保険者・被扶養者

の認知率は低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
n=(　)は2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年

TOTAL 7,200(4,402) 33.3 36.0 17.0 14.3 23.8 26.8

事業主 150(130) 58.0 58.5 36.0 28.5 46.7 46.9

被保険者 4,700(3,160) 35.9 36.2 19.4 14.9 26.1 27.2

被扶養者 2,350(1,112) 26.7 32.8 10.9 10.9 17.5 23.4

協会けんぽの運営する健康保険には、国からの

補助金（税金）が支払われていること

協会けんぽの支出の約６割は加入者の皆様

への保険給付、約４割は高齢者医療への拠

出金となっていること

協会けんぽ設立以来、医療費（１人当たり保

険給付費）の伸びが賃金（１人当たり標準

報酬）の伸びを上回り、協会けんぽの保険財

政は赤字構造であること

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0 TOTAL 事業主 被保険者 被扶養者

(％)

【2018年】 

n=(　)は2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年

TOTAL 7,200(4,402) 34.0 37.3 25.6 24.9 55.4 74.3 12.9 9.7 27.2 25.8 39.8 - 16.4 -

事業主 150(130) 69.3 70.8 56.0 52.3 78.0 95.4 32.0 28.5 55.3 60.0 62.0 - 32.7 -

被保険者 4,700(3,160) 39.1 39.9 28.9 25.9 58.8 75.9 14.9 10.4 31.1 27.0 42.6 - 18.4 -

被扶養者 2,350(1,112) 21.5 25.9 17.1 19.1 47.2 67.4 7.9 5.7 17.5 18.3 32.8 - 11.2 -

協会けんぽの保険

料率は毎年見直さ

れていること

協会けんぽの保険

料率は、医療費の

地域差を反映し

て、加入している支

部ごとに異なること

保険料は、被保険

者と事業主（勤務

先）が半分ずつ負

担していること

あなた自身が加入

している協会けんぽ

の支部の保険料率

が何％か

協会けんぽの介護

保険料率は、全支

部で同一であること

40歳以上の人は

介護保険料を負担

する必要があり、

40～64歳の健康

保険加入者の負

担する介護保険料

は、健康保険の保

険料と一括で徴収

されていること

保険料の額は、標

準報酬月額に保険

料率をかけて計算

されること

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0 TOTAL 事業主 被保険者 被扶養者

(％)

【2018年】 
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（2）現金給付に関する認知 

① 現金給付等の認知率 

認知率が高いのは、「高額療養費」68.9%(前年 77.5%)と「出産育児一時金」57.8%(前年

71.9%)だが、今年は 6 割台、5 割台と前年 7 割超から落ちている。「療養費」「限度額適用認

定証」はそれぞれ 35.6%(前年 47.6%)、38.1%(前年 49.4%)と 3 割台の認知率で 3 人に 1 人強

の認知率と低く、前年の 2 人に 1 人弱の認知率から落ちている。「出産育児一時金」57.8%(前

年 71.9%)の認知率が 7 割台から 5 割台に落ち込みが大きく、「出産手当金」49.5%(前年 60.0%)

と出産関係の給付に係る認知率が落ちている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 現金給付に関してわかりにくいと感じること 

半数以上の人が、「申請に必要な手続きや書類」56.7%(前年 60.4%)、「給付を受けられる条

件」51.3%(前年 57.6%)といった点でわかりにくいと感じたことや困ったことがあったと回答

している。次いで分かりにくいこととして、「いつまでにどこに申請すればいいのか」48.3%(前

年 55.7%)があげられ、やはり半数に近い。「特にわかりにくいと感じたことや困ったことは

なかった」との回答は 21.2%(前年 18.1%)となっている。加入区分による違いはさほど見ら

れない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(　)は2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年

TOTAL 7,200(4,402) 68.9 77.5 38.1 49.4 47.2 57.3 57.8 71.9 49.4 56.2 35.6 47.6 49.5 60.0

事業主 150(130) 78.7 80.0 48.7 56.9 56.7 63.1 66.0 80.8 56.7 63.8 47.3 62.3 59.0 67.8

被保険者 4,700(3,160) 68.3 77.0 38.1 47.6 48.8 57.6 55.3 69.0 48.9 54.7 37.3 46.1 49.4 58.7

被扶養者 2,350(1,112) 69.5 78.8 37.6 53.8 43.5 55.8 62.3 79.4 49.9 59.7 31.4 50.4 49.0 63.0

単純平均療養費高額医療費
限度額適用認定

証
傷病手当金 出産育児一時金 出産手当金

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0 TOTAL 事業主 被保険者 被扶養者

(％)

【2018年】 

n=(　)は2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年

TOTAL 7,200(4,402) 56.7 60.4 51.3 57.6 48.3 55.7 40.5 47.8 21.2 18.1 0.6 1.2

事業主 150(130) 52.4 50.9 44.4 53.4 37.9 47.4 30.6 34.5 25.0 19.0 0.0 0.9

被保険者 4,700(3,160) 56.5 60.9 51.1 58.3 48.1 56.4 40.1 48.4 21.1 17.6 0.8 1.0

被扶養者 2,350(1,112) 57.5 60.1 52.1 56.0 49.6 54.8 41.8 47.6 21.4 19.1 0.2 1.6

その他
申請に必要な

手続きや書類
給付を受けられる条件

いつまでにどこに

申請すればいいのか

給付の金額が

どの程度なのか

特にわかりにくいと感じたこ

とや困ったことはなかった

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0 TOTAL 事業主 被保険者 被扶養者

(％)

【2018年】 

-257-



（3）健診・保健指導に関する認知 

① 協会けんぽの健診認知率 

「知っているが、この健診を受けたことがない」人まで含めると、認知率は 52.7%(前年

61.2%)である。一方で、「協会けんぽの健診の受診経験がある」のは 26.0%(前年 32.1%)であ

る。被保険者の認知率は 50.9%と低く、受診経験も 25.7%(前年 28.7%)と 4 人に 1 人の割合

にとどまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 協会けんぽの健診手続きに関する認知率 

最も認知率が高いのは「被扶養者の場合、受診を希望する健診機関にご自身が直接予約を

とること」73.9%、次いで「健診を毎年受診すれば、経年的な健康状態の変化を確認するこ

とができること」64.2%(前年 79.4%)、「被保険者の健診結果は、一般的には事業主を通して

本人の手元に届くこと」60.1%である。 

被保険者が生活習慣病健診を受ける場合の費用補助に関して、事業主では 53.1%の認知率

であり、被保険者では 39.6%にとどまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

認知率

n= （％）

TOTAL 7,200 52.7

事業主 150 75.3

被保険者 4,700 50.9

被扶養者 2,350 54.9

26.0

40.7

25.7

25.6

22.3

34.0

22.3

21.5

4.4

0.7

2.9

7.8

47.3

24.7

49.1

45.1

知っており、受けたことがある 知っているが、この健診を受けたことはない この健診を知っている 知らなかった

（％）

【2018年】 

n=(　)は2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年

TOTAL 3,794(1,887) 49.5 50.9 73.9 54.0 40.3 36.4 50.4 41.5 60.1 66.6 57.0 56.0 64.2 79.4

事業主 113(92) 65.5 72.8 55.8 57.6 53.1 62.0 52.2 60.9 61.1 78.3 - 63.0 62.8 80.4

被保険者 2,391(1,267) 48.7 56.0 - 44.7 39.6 33.9 41.4 35.0 60.0 68.9 47.7 49.3 61.5 79.3

被扶養者 1,290(528) - 34.8 75.5 75.8 - 37.7 67.1 53.8 - 58.9 74.3 70.8 69.4 79.4

　　↑※協会けんぽの健診認知者のｎ値。設問内の（）内の条件で、回答者が更に絞られているものがあるため注意。

健診を毎年受診す

れば、経年的な健

康状態の変化を確

認することができる

こと

被保険者の場合、

一般的には事業主

が健診機関への予

約をとりまとめて、生

活習慣病予防健

診申込書を協会け

んぽの加入支部に

提出すること(事業

主及び被保険者)

被扶養者の場合、

受診を希望する健

診機関にご自身が

直接予約をとること

(事業主及び被扶

養者)

被保険者が生活

習慣病予防健診を

受診する場合、協

会けんぽから費用

補助があり、約７

千円の自己負担で

受診できること(事

業主及び被保険

者)

被扶養者が特定

健康診査を受診す

る場合、健診機関

が定める費用から

協会けんぽの補助

する金額を差し引

いた額が自己負担

額となること

被保険者の健診

結果は、一般的に

は事業主を通して

本人の手元に届く

こと(事業主及び被

保険者)

被扶養者の健診

結果は、直接本人

の手元に届くこと

(被保険者及び被

扶養者)
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80.0

100.0 TOTAL 事業主 被保険者 被扶養者

(％)

【2018年】 
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③ 協会けんぽの健診に係る取組に関する認知率 

事業主について、最も認知率が高いのは「特定保健指導(保健師等による生活習慣改善のア

ドバイス等)を実施していること」50.7%(前年 50.0%)「健診後の保健師等による健康相談等

のサポートの実施」46.0%(前年 44.6%)、「重症化予防として協会けんぽから受診勧奨の文書

を送付していること」34.7%(前年 37.7%)となっている。 

「特定保健指導(保健師等による生活習慣改善のアドバイス等)を実施していること」、「重症

化予防として協会けんぽから受診勧奨の文書を送付していること」の認知率は、事業主が高

く、被保険者及び被扶養者の認知率は低い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 健診に関してわかりにくいと感じること 

「特にわかりにくいと感じたことや困ったことはない」と回答した割合は 48.1%(前年

43.5%)であり、アップしている。わかりにくいと感じたこと、困ったことの内容としては、

事業主・被保険者・被扶養者のいずれにおいても「健診にかかる費用負担」をあげる割合が

高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(　)は2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年

TOTAL 7,200(4,402) 34.8 42.9 31.6 34.2 18.0 24.1 48.1 43.5 0.4 0.7

事業主 150(130) 31.3 31.5 28.0 26.9 12.7 19.2 53.3 50.0 0.7 0.8

被保険者 4,700(3,160) 34.6 43.6 31.6 33.9 18.9 24.2 47.6 42.8 0.2 0.5

被扶養者 2,350(1,112) 35.6 42.3 31.7 35.8 16.6 24.6 48.9 44.7 0.7 1.3

その他
健診にかかる費用負担は

どのようになっているのか

健診の申込みは

どのように行ったらよいのか

健診結果はどのように

見ればよいのか

特にわかりにくいと

感じたことや

困ったことはない

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0 TOTAL 事業主 被保険者 被扶養者

(％)

【2018年】 

n=(　)は2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年

TOTAL 7,200(4,402) 31.9 35.1 32.7 - 30.2 27.1 32.0 10.9 21.3 16.9

事業主 150(130) 50.7 50.0 32.7 - 46.0 44.6 32.0 25.4 34.7 37.7

被保険者 4,700(3,160) 33.5 35.4 - - 29.7 28.0 - 10.9 21.9 16.4

被扶養者 2,350(1,112) 27.5 32.4 - - - 22.4 - 9.0 19.1 15.8

*注：設問内の（）内の条件で、回答者が更に絞られているものがあるため注意

健診で血圧値・血糖値が

「要治療・要精密検査」とさ

れたのに医療機関を受診し

ない方に、重症化予防とし

て協会けんぽから受診勧奨

の文書を送付していること

健診の結果、メタボリックシ

ンドローム（メタボ）のリスク

が高かった40歳以上の方

に、特定保健指導（保健

師等による生活習慣改善の

アドバイス等）を実施してい

ること

事業主が行う定期健診の

データについて、協会けんぽ

から提供を求められた場合

には、法律（※高齢者の医

療の確保に関する法律第

27条）により提供する義務

があること(事業主)*

健診後に事業所を通じて、

保健師等による健康相談

等のサポートを行っていること

(事業主及び被保険者)*

事業主向けに、インターネッ

トで協会けんぽの生活習慣

病予防健診の申込ができる

サービスを提供していること

(事業主)*
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60.0

80.0

100.0 TOTAL 事業主 被保険者 被扶養者

(％)

【2018年】 
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（4）協会けんぽの取組等に関する認知率 

① ジェネリック医薬品に関する取組の認知率 

「ジェネリック医薬品は先発医薬品と成分や安全性が同等であると国が認可した薬である

こと」61.6%(前年 79.6%)、「先発医薬品と比べ 3～5 割程度薬代が安くなること」62.9%(前

年 73.1%)は 6 割超の認知率である。一方で、その詳細については、「協会けんぽ加入者のジ

ェネリック医薬品の使用割合は、現在約 75％に達していること」、「協会けんぽでは、ジェネ

リック医薬品に切り替えた場合にお薬代を軽減できる可能性のある方に「ジェネリック医薬

品軽減額通知」を送付していること」は 1～2 割程度の認知率にとどまっている。被保険者・

被扶養者に比べると、事業主の認知率は若干高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 医療費通知に関する取組の認知率 

「年１回『医療費のお知らせ』（医療費通知）を送付していること」の認知率は 44.2%(前

年 56.4%)である。「この医療費通知は、確定申告において医療費等の明細書として使用でき

ること(その場合、領収書の添付は不要)」28.5%(前年 18.7%)の認知率は上昇したものの、ま

だ 3 割を下回る。被保険者・被扶養者に比べ、事業主の認知率が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(　)は2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年

TOTAL 7,200(4,402) 61.6 79.6 62.9 73.1 17.3 25.0 22.2 23.9

事業主 150(130) 70.7 82.3 69.3 80.0 26.7 40.0 39.3 40.0

被保険者 4,700(3,160) 60.5 78.5 61.5 71.8 18.8 24.1 23.3 23.2

被扶養者 2,350(1,112) 63.2 72.6 65.2 76.3 13.8 25.6 19.0 23.9

ジェネリック医薬品は先発医薬品と

効き目や安全性が同等であると国

が認可した薬であること

ジェネリック医薬品は先発医薬品と

比べ３～５割程度薬代が安くなる

こと

協会けんぽ加入者のジェネリック医

薬品の使用割合は、現在約75％

に達していること

協会けんぽでは、ジェネリック医薬

品に切り替えた場合にお薬代を軽

減できる可能性のある方に「ジェネ

リック医薬品軽減額通知」を送付し

ていること

0.0
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60.0

80.0

100.0 TOTAL 事業主 被保険者 被扶養者

(％)

【2018年】 

n=(　)は2017年 2018年 2017年 2018年 2017年

TOTAL 7,200(4,402) 44.2 56.4 28.5 18.7

事業主 150(130) 64.7 63.1 48.0 36.9

被保険者 4,700(3,160) 45.2 56.2 29.8 18.7

被扶養者 2,350(1,112) 40.8 56.0 24.6 16.5

協会けんぽから、健康保険で診療を受けた加入者を対象に、年１回

「医療費のお知らせ」（医療費通知）を送付していること

この医療費通知は、確定申告（医療費控除の申告手続き）において

医療費等の明細書として使用できること（その場合、領収書の添付は

不要）
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80.0

100.0 TOTAL 事業主 被保険者 被扶養者

(％)

【2018年】 
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③ 健康保険の任意継続に関する認知率 

健康保険の任意継続については、「市区町村の国民健康保険に加入せずに、任意で健康保険

に継続して加入できる制度(任意継続被保険者制度)」の認知率は 32.6%(前年 44.9%)、「任意

継続被保険者制度の保険料は全額加入者の負担となる(事業主の負担はない、負担上限あり)

こと」の認知率は 27.8%(前年 36.0%)、「任意継続被保険者制度の加入の申出は、退職日の翌

日から 20 日以内に行わなければいけないこと」の認知率は 21.7%(前年 27.0%)となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 第三者行為による傷病届等に関する認知率 

「業務災害や通勤災害には健康保険は使用できず、労災保険が適用になること」の認知率

は 35.9%(前年 36.6%)となっている。「交通事故等の第三者の行為により医療機関を受診した

ときは、協会けんぽに第三者行為による傷病届の提出が必要なこと」は、 15.9%(前年 13.3%) 

の低い認知率となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(　)は2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年

TOTAL 7,200(4,402) 32.6 44.9 21.7 27.0 27.8 36.0

事業主 150(130) 51.3 52.3 32.0 36.9 48.7 45.4

被保険者 4,700(3,160) 34.2 44.8 23.6 27.2 29.3 35.9

被扶養者 2,350(1,112) 28.1 44.5 17.1 25.3 23.5 35.1

退職等により健康保険の資格を喪失した後も、

協会けんぽに一定期間加入していれば、市区

町村の国民健康保険に加入せずに、任意で健

康保険に継続して加入できる制度（任意継続

被保険者制度）があること

任意継続被保険者制度の加入の申出は、退

職日の翌日から20日以内に行わなければいけ

ないこと

任意継続被保険者制度の保険料は全額加入

者の負担となる（事業主の負担はない、負担

上限あり）こと

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0 TOTAL 事業主 被保険者 被扶養者

(％)

【2018年】 

n=(　)は2017年 2018年 2017年 2018年 2017年

TOTAL 7,200(4,402) 15.9 13.3 35.9 36.6

事業主 150(130) 27.3 23.8 53.3 46.9

被保険者 4,700(3,160) 17.8 13.4 37.9 36.5

被扶養者 2,350(1,112) 11.4 11.8 31.0 35.6

交通事故等の第三者の行為により医療機関を受診したときは、協会け

んぽに第三者行為による傷病届の提出が必要なこと

業務災害や通勤災害には健康保険は使用できず、労災保険が適用に

なること

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0 TOTAL 事業主 被保険者 被扶養者

(％)

【2018年】 
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⑤ マイナンバーに関する認知率 

マイナンバーについては、「行政機関での税や社会保障などの申請手続きにおいて、一部書

類の添付を省略できる「情報連携」が開始されたこと」21.5%(前年 32.4%)、「協会けんぽの

一部の現金給付において、マイナンバーの記入により添付書類を省略できること」は

15.3%(前年 16.1%)の認知率である。現金給付の申請におけるマイナンバーの記入については、

被保険者・被扶養者に比べ、事業主の認知率が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ コラボヘルスの取組に関する認知率 

コラボヘルス（協会けんぽと事業主の協働による従業員の健康増進に向けた取組）につい

ては、いずれの項目でも 10%台前半と低い認知率である。被保険者に比べて事業主の認知率

は高いが、いずれの内容でも 1 割台～2 割台となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(　)は2017年 2018年 2017年 2018年 2017年

TOTAL 7,200(4,402) 21.5 32.4 15.3 16.1

事業主 150(130) 32.0 36.9 23.3 24.6

被保険者 4,700(3,160) 23.0 32.1 17.2 15.7

被扶養者 2,350(1,112) 17.8 32.8 10.9 16.0

マイナンバーカードがあれば、行政機関での税や社会保障などの申請手

続きにおいて、一部書類の添付を省略できる「情報連携」が開始された

こと

協会けんぽの一部の現金給付において、マイナンバーの記入により添付

書類を省略できること

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0 TOTAL 事業主 被保険者 被扶養者

(％)

【2018年】 

n=(　)は2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年

TOTAL 7,200(4,402) 12.2 6.2 11.1 3.7 10.1 3.8 10.0 4.8

事業主 150(130) 26.7 14.6 22.7 10.8 18.0 11.5 25.3 13.8

被保険者 4,700(3,160) 11.8 5.9 10.7 3.6 9.9 3.7 11.2 4.6

被扶養者 2,350(1,112) - 6.2 - 3.0 - 3.2 6.7 4.3

*注：設問内の（）内の条件で、回答者が更に絞られているものがあるため注意

協会けんぽと事業主の協働による

従業員の健康増進に向けた取組

をコラボヘルスと称し、健康宣言をし

た事業主が、従業員とその家族の

健康づくりを進めていること

(事業主及び被保険者)*

健康宣言をした企業とその従業員

は、協会けんぽと協定を締結した事

業者から様々なサービス（銀行の

低利融資や料金割引等）を受け

られること

(事業主及び被保険者)*

コラボヘルスの一環として、協会け

んぽから事業主に対し、事業所の

従業員の健康度を見える化した

ツールを配付していること

(事業主及び被保険者)*

あなた（またはあなたの扶養者）

の職場では健康宣言をしているかど

うか

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0 TOTAL 事業主 被保険者 被扶養者

(％)

【2018年】 
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⑦ インセンティブ制度に関する認知率 

インセンティブ制度については、「ジェネリック医薬品使用割合等の取組の結果を反映し、

各支部の保険料率の差を設ける形で、インセンティブを付与する新たな仕組みがスタートし

ていること」について、12.0%の認知率である。被保険者・被扶養者に比べると事業主の認

知率は高いが、それでも 22.0%である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）医療のかかり方に関する認知 

医療のかかり方については、「医療機関の診療時間外(夜間・休日)に受診すると割増料金がか

かること」の認知率は 52.2％となっている。次いで「ハシゴ受診は、治療がそのつど振り出し

に戻るため、体にもお金にも負担がかかること」37.3%、「紹介状なしでベッド数 200 床以上の

病院を受診すると、特別料金が加算されるケースがあること」について、35.2%の認知率であ

る。被保険者・被扶養者に比べると上位 3 項目は、事業主の認知率は高いが、被保険者・被扶

養者においては 3 割から 5 割の認知率となっている。「子どもを病院に連れて行くか迷った場合

の救急相談先(小児救急電話相談：♯8000)があること」の認知率は、被扶養者が 34.8%で最も

高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=(　)は2017年 2018年 2017年

TOTAL 7,200(4,402) 12.0 -

事業主 150(130) 22.0 -

被保険者 4,700(3,160) 12.8 -

被扶養者 2,350(1,112) 9.8 -

協会けんぽでは、特定健診・特定保健指導の実施率、要治療者の医療機関受診割合、ジェネリック医薬品

使用割合等の取組の結果を反映し、各支部の保険料率の差を設ける形で、インセンティブを付与する新たな

仕組みがスタートしていること

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0 TOTAL 事業主 被保険者 被扶養者

(％) 【2018年】 

n=(　)は2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年 2018年 2017年

TOTAL 7,200(4,402) 35.2 - 37.3 - 52.2 - 26.2 -

事業主 150(130) 46.0 - 50.7 - 57.3 - 24.0 -

被保険者 4,700(3,160) 33.8 - 35.0 - 49.0 - 22.0 -

被扶養者 2,350(1,112) 37.3 - 41.1 - 58.1 - 34.8 -

紹介状なしでベッド数200床以上

の病院を受診すると、特別料金が

加算されるケースがあること

ハシゴ受診（安易な理由で次々と

お医者さんを変えること）は、治療

がそのつど振り出しに戻るため、体に

もお金にも負担がかかること

医療機関の診療時間外（夜間・

休日）に受診すると割増料金がか

かること

子どもを病院に連れて行くか迷った

場合の救急相談先（小児救急電

話相談：♯8000）があること

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0 TOTAL 事業主 被保険者 被扶養者

(％)

【2018年】 
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（6）情報周知状況について 

① 職場での情報周知状況 

職場での情報周知の方法としては、「回覧板で閲覧される」10.7%(前年 10.0%)、「事業所内

の壁等に掲示コーナーがある」10.3%(前年 9.0%) 「通知や情報誌等が各個人に配布される」

9.4%(前年 10.5%)が上位となっている。一方で、「どのように周知されているか、わからない」、

「特に何もしていない」との回答は合わせて 63.3%(前年 61.4%)を占めており、職場で十分

に情報が周知されていないケースも多く見られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 情報を得やすい発信手段 

情報を得やすい手段で、いずれの内容についても、「協会けんぽのホームページ」が 3 割台

と最も高く、次いで「事業所(職場)において、通知や情報誌等が各個人に配布される」、「協会

けんぽのメールマガジン」、「事業所(職場内)のポスター掲示や回覧」と続いている。事業所内

では「健康保険の仕組み、保険料率等」の情報発信をあげる傾向が見られる。「協会けんぽの

ホームページ」 及び「SNS」の割合が増え、「その他手段」が減り、全体に「ホームページ」

と「その他」の発信手段の格差が広がっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=

回覧板で

閲覧され

る

事業所内

の壁等に

掲示コー

ナーがあ

る

通知や情

報誌等が

各個人に

配布され

る

メールで

のお知ら

せがある

職場内の

イントラ

ネット上で

お知らせ

が掲示さ

れる

通知や情

報誌等が

職場内の

一定の場

所に置い

てある

各個人に

直接声か

けがある

会議や朝

礼等で一

斉に声か

けがある

通知や情

報誌等が

個人宅に

郵送され

る

その他 どのように

周知され

ているか、

わからな

い

特に何も

していない

2018年 TOTAL 4,850 10.7 10.3 9.4 6.3 5.8 5.7 5.1 4.6 2.9 0.1 11.8 51.5

事業主 150 16.7 10.7 14.0 4.7 6.0 10.0 12.0 6.7 2.7 0.0 7.3 46.7

被保険者 4,700 10.5 10.3 9.3 6.3 5.8 5.6 4.9 4.5 3.0 0.1 11.9 51.7

2017年 TOTAL 3,290 10.0 9.0 10.5 5.1 5.2 5.9 5.6 4.2 3.0 0.4 25.7 35.7

事業主 130 12.3 65.5 10.8 3.8 2.3 12.3 14.6 6.9 3.8 0.8 11.5 43.1

被保険者 3,160 9.9 48.7 10.4 5.2 5.3 5.6 5.3 4.1 2.9 0.4 26.2 35.4

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0 TOTAL 事業主 被保険者

(％)

【2018年】 

n=7,200('17はn=4,402) 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017

健康保険の仕組み、保険料率等 34.3 30.8 10.7 20.7 9.3 12.7 7.5 14.8 5.2 4.7 4.1 7.3 3.7 4.3 0.4 0.7 53.4 40.1

現金給付の種類、申請方法等 32.0 34.3 10.1 20.3 9.3 10.4 6.9 12.6 5.0 4.3 3.9 6.8 3.3 4.8 0.5 0.6 53.9 40.4

健診・保健指導に関する手続き等 31.1 33.6 10.1 21.3 8.0 10.3 6.6 12.7 5.0 4.2 3.8 7.5 3.2 4.3 0.4 0.7 54.4 39.2

その他、健康保険に関する事柄や協

会けんぽの取組など
30.1 35.1 9.3 18.4 7.7 10.9 6.7 12.7 4.4 4.5 3.3 6.0 2.8 3.9 0.4 0.5 55.8 40.2

事業所（職

場）内のイント

ラネットでの掲

示

その他 わからない協会けんぽの

ホームページ

事業所（職

場）において、

通知や情報誌

等が各個人に

配布される

協会けんぽの

メールマガジン

事業所（職

場）内のポス

ター掲示や回

覧

協会けんぽの

ＳＮＳ（※現

在は一部地域

で試行的に実

施）

事業所（職

場）からのメー

ルによるお知ら

せ

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0 健康保険の仕組み、保険料率等 現金給付の種類、申請方法等

健診・保健指導に関する手続き等 その他、健康保険に関する事柄や協会けんぽの取組など

(％) 【2018年】 
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（7）分野ごとの認知率 

5 つの分野ごとの本年の平均認知率を見ると、①保険料は 28.5%(前年 30.0％)、②現金給付

は 49.5%(前年 46.4％)、③健診・保健指導は 48.1%(前年 43.9％)、④協会けんぽの取組等は

25.7%(前年 23.2％)、⑤医療のかかり方は 37.7%(前年設問無し) となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（8）支部別の認知率 
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支

部

単位:％、(ｎ) (152) (155) (151) (152) (155) (152) (152) (151) (154) (152) (153) (151) (159) (151) (151) (153) (154) (155) (153) (158) (153) (152) (153) (153)

分野①保険料 32.5 27.5 27.7 32.6 26.1 25.1 32.7 26.6 26.4 31.3 25.2 24.8 22.9 27.2 26.3 29.4 25.7 28.7 30.2 24.8 29.3 25.3 27.4 30.9

分野②現金給付 53.6 53.1 43.8 51.1 48.4 44.4 51.4 43.7 44.0 50.7 41.2 43.5 44.2 48.5 51.3 51.5 47.6 50.0 48.4 42.0 49.9 48.7 48.9 52.7

分野③健診・保健指導 56.0 45.2 43.8 49.9 46.1 44.4 54.2 43.9 42.5 47.2 49.5 50.8 47.3 48.9 44.2 50.2 44.5 51.0 53.9 44.3 52.2 45.8 51.2 46.3

分野④協会けんぽの取組等 32.9 23.8 20.4 27.9 24.6 25.2 26.9 24.6 22.2 27.9 25.5 24.1 22.7 24.5 24.7 26.9 23.8 25.0 25.5 22.3 25.1 24.9 22.0 24.3

分野⑤医療のかかり方 40.3 34.2 32.3 38.2 33.4 40.3 41.9 31.3 35.4 35.9 31.9 37.9 29.6 37.1 35.8 41.5 36.9 40.2 31.7 34.2 40.4 38.7 36.1 36.1

①～⑤支部平均 43.1 36.8 33.6 39.9 35.7 35.9 41.4 34.0 34.1 38.6 34.7 36.2 33.3 37.2 36.5 39.9 35.7 39.0 37.9 33.5 39.4 36.7 37.1 38.1
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100.0 分野①保険料 分野②現金給付 分野③健診・保健指導 分野④協会けんぽの取組等 分野⑤医療のかかり方

（％）

■：全体+6％
■：全体+3％
■：全体-3％
■：全体-6％
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単位:％、(ｎ) (152) (154) (154) (158) (151) (152) (153) (153) (155) (154) (150) (153) (152) (154) (154) (160) (154) (153) (151) (152) (151) (150) (155) (7200)

分野①保険料 27.0 30.2 29.7 30.7 30.2 29.0 25.9 29.0 28.9 26.2 31.1 31.2 24.1 31.4 29.1 28.8 30.5 33.2 31.1 29.7 26.5 30.1 31.2 28.5

分野②現金給付 46.1 48.5 50.2 50.4 48.3 52.4 46.4 54.2 48.8 49.7 54.3 54.8 41.8 51.5 52.7 51.9 52.9 57.1 49.0 55.7 48.1 52.8 56.3 49.5

分野③健診・保健指導 47.2 46.8 51.3 49.1 46.0 47.3 48.2 48.2 49.9 44.4 50.3 49.4 44.7 48.9 46.2 43.4 46.6 52.3 48.3 48.4 47.0 49.3 55.6 48.1

分野④協会けんぽの取組等 25.0 27.9 27.2 27.3 25.9 26.1 25.1 25.7 26.3 24.2 27.5 27.8 22.4 26.9 26.6 24.9 26.0 29.7 29.2 27.6 27.0 26.8 27.6 25.7

分野⑤医療のかかり方 38.3 41.1 37.5 39.9 40.7 37.3 34.5 38.7 40.6 38.8 38.8 37.9 33.9 36.4 42.7 36.7 44.0 41.7 40.7 41.0 38.7 40.0 42.1 37.7

①～⑤支部平均 36.7 38.9 39.2 39.5 38.2 38.4 36.0 39.2 38.9 36.7 40.4 40.2 33.4 39.0 39.5 37.1 40.0 42.8 39.7 40.5 37.5 39.8 42.6 37.9
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（％）

■：全体+6％
■：全体+3％
■：全体-3％

■：全体-6％

【2018年】 

n=

分野①

保険料

分野②

現金給付

分野③

健診・保健指導

分野④

協会けんぽの取組等

分野⑤

医療のかかり方

①～④の

単純平均

①～⑤の

単純平均

2018年 TOTAL 7,200 28.5 49.5 48.1 25.7 37.7 38.0 37.9

事業主 150 52.6 59.0 50.4 39.0 44.5 50.2 49.1

被保険者 4,700 31.5 49.4 39.0 26.6 35.0 36.6 36.3

被扶養者 2,350 21.0 49.0 34.8 21.3 42.8 31.5 33.8

2017年 TOTAL 4,402 30.0 46.4 43.9 23.2 - 35.9 -

事業主 130 55.0 53.6 58.4 32.7 - 49.9 -

被保険者 3,160 31.0 46.3 41.9 22.9 - 35.5 -

被扶養者 1,112 24.4 46.1 47.2 22.9 - 35.1 -

※分野⑤は前年は介護保険で、今年の設問には無く、新たな設問「医療のかかり方」を分野⑤としています。
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30 年度のお客様満足度調査の結果について 

 

1．調査概要 

 

（1）調査目的 

協会支部に来訪されたお客様の満足度やご意見・ご要望を継続的に把握・分析すること及

び、29 年度の調査結果と時系列で比較・分析することで、30 年度に各支部にて実施した窓

口対応に関する取組について評価を得る。 

 

 

（2）調査方法及び調査実施期間 

① 調査方法 

・アンケート用紙による自記入式 

・アンケートは、全体としての満足度、職員の応接態度（３項目）、訪問目的の達成の計５項目に

対して、５段階評価を記入 

※ 平成 30 年度回答票数：6,291 票 

② 調査実施期間 

    平成 30 年 12 月 17 日～平成 31 年１月 15 日 

 

 

2．調査結果 

 

（1）お客様の満足度 

 

 

 

 

80% 90% 100%

全体としての満足度 

職員の親身さ 

職員の対応の速さ 

職員の説明のわかりやすさ 

訪問目的の達成 

満足 やや満足 普通 やや不満 不満 
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（2）お客様満足度（「満足」＋「やや満足」の計）の対前年度比較 

   

   

   

   

   

満足 やや満足 普通 やや不満 不満

92.6% 5.0% 2.2% 0.2% 0.0%

93.8% 4.0% 2.2% 0.0% 0.0%

職員の親身さ 94.0% 3.7% 2.3% 0.1% 0.0%

職員の対応の速さ 93.9% 4.0% 2.1% 0.0% 0.0%

職員の説明のわかりやすさ 93.4% 4.3% 2.3% 0.0% 0.0%

94.0% 3.8% 1.9% 0.3% 0.0%

全体としての満足度

職員の応接態度

訪問目的の達成

85.0% 90.0% 95.0% 100.0%

全体としての満足度 

職員の親身さ 

職員の対応の速さ 

職員の説明のわかりやすさ 

訪問目的の達成 

平成29年度 平成30年度 

平成29年度 平成30年度 増　減

97.6% 97.6% 0.0p

97.4% 97.7% 0.3p

職員の親身さ 97.3% 97.7% 0.4p

職員の対応の速さ 97.7% 97.9% 0.2p

職員の説明のわかりやすさ 97.3% 97.7% 0.4p

97.6% 97.9% 0.3p

全体としての満足度

職員の応接態度

訪問目的の達成
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30 年度の柔道整復療養費請求部位数、日数の状況 

 

 

件数 割合 件数 割合 件数 割合

北海道 468,636 55,531 11.85% 14,180 3.03% 3,481 0.74%

青森 93,395 7,428 7.95% 3,382 3.62% 557 0.60%

岩手 120,146 13,666 11.37% 1,797 1.50% 620 0.52%

宮城 297,317 57,218 19.24% 5,045 1.70% 1,887 0.63%

秋田 91,169 13,370 14.67% 2,907 3.19% 1,194 1.31%

山形 104,012 7,353 7.07% 2,451 2.36% 394 0.38%

福島 218,033 43,341 19.88% 6,416 2.94% 3,125 1.43%

茨城 191,221 16,027 8.38% 8,782 4.59% 1,725 0.90%

栃木 202,346 39,597 19.57% 8,107 4.01% 2,478 1.22%

群馬 222,958 31,989 14.35% 10,937 4.91% 2,953 1.32%

埼玉 559,504 96,636 17.27% 24,584 4.39% 8,662 1.55%

千葉 348,054 53,967 15.51% 12,712 3.65% 3,938 1.13%

東京 2,031,662 414,718 20.41% 73,053 3.60% 32,971 1.62%

神奈川 571,622 100,905 17.65% 16,327 2.86% 6,757 1.18%

新潟 198,624 28,063 14.13% 4,820 2.43% 1,491 0.75%

富山 149,577 15,394 10.29% 7,665 5.12% 2,101 1.40%

石川 143,474 19,041 13.27% 4,730 3.30% 1,627 1.13%

福井 91,061 10,701 11.75% 1,734 1.90% 559 0.61%

山梨 97,596 20,412 20.91% 2,288 2.34% 868 0.89%

長野 235,955 35,377 14.99% 8,174 3.46% 1,971 0.84%

岐阜 314,916 57,761 18.34% 6,819 2.17% 2,652 0.84%

静岡 313,157 26,754 8.54% 7,622 2.43% 2,242 0.72%

愛知 849,196 121,682 14.33% 16,695 1.97% 5,291 0.62%

三重 153,899 24,835 16.14% 2,459 1.60% 926 0.60%

滋賀 132,834 20,548 15.47% 2,301 1.73% 769 0.58%

京都 471,970 127,789 27.08% 10,420 2.21% 6,221 1.32%

大阪 2,230,068 888,807 39.86% 71,969 3.23% 49,321 2.21%

兵庫 681,911 227,856 33.41% 11,785 1.73% 7,253 1.06%

奈良 156,242 38,366 24.56% 2,231 1.43% 1,285 0.82%

和歌山 176,551 34,865 19.75% 4,523 2.56% 1,901 1.08%

鳥取 31,598 6,000 18.99% 258 0.82% 110 0.35%

島根 35,575 2,570 7.22% 394 1.11% 104 0.29%

岡山 207,556 31,377 15.12% 2,511 1.21% 1,009 0.49%

広島 273,285 29,715 10.87% 5,942 2.17% 1,563 0.57%

山口 123,211 25,825 20.96% 2,710 2.20% 1,588 1.29%

徳島 142,705 49,404 34.62% 1,996 1.40% 1,073 0.75%

香川 155,673 10,773 6.92% 1,762 1.13% 350 0.22%

愛媛 182,288 13,605 7.46% 2,493 1.37% 737 0.40%

高知 82,120 7,184 8.75% 1,843 2.24% 605 0.74%

福岡 1,003,342 332,539 33.14% 24,929 2.48% 14,502 1.45%

佐賀 128,390 30,184 23.51% 3,262 2.54% 1,446 1.13%

長崎 236,084 52,741 22.34% 4,101 1.74% 1,989 0.84%

熊本 214,778 66,206 30.83% 3,759 1.75% 1,971 0.92%

大分 171,541 37,956 22.13% 2,510 1.46% 1,215 0.71%

宮崎 141,631 23,416 16.53% 3,244 2.29% 1,411 1.00%

鹿児島 256,308 49,750 19.41% 4,649 1.81% 1,942 0.76%

沖縄 168,098 32,340 19.24% 1,380 0.82% 825 0.49%

全国計 15,471,289 3,451,582 22.31% 424,658 2.74% 189,660 1.23%

②ひと月１５日以上の施術
③３部位以上負傷かつ

ひと月１５日以上施術申請件数
①３部位以上負傷の施術
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令和元年7月現在

所在地 所在地

北海道 札幌市北区北７条西４－３－１ 新北海道ビル 滋　賀 大津市梅林１－３－１０ 滋賀ビル

青　森 青森市長島２－２５－３ ニッセイ青森センタービル 京　都
京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町６３４
カラスマプラザ２１

岩　手 盛岡市中央通１－７－２５ 朝日生命盛岡中央通ビル 大　阪 大阪市西区靱本町１－１１－７ 信濃橋三井ビル

宮　城 仙台市青葉区国分町３－６－１ 仙台パークビル 兵　庫 神戸市中央区磯上通７－１－５ 三宮プラザＥＡＳＴ

秋　田 秋田市旭北錦町５－５０ シティビル秋田 奈　良 奈良市大宮町７－１－３３ 奈良センタービル

山　形 山形市幸町１８－２０ JA山形市本店ビル 和歌山 和歌山市六番丁５ 和歌山第一生命ビル

福　島 福島市栄町６－６ NBFユニックスビル 鳥　取 鳥取市扇町５８ ナカヤビル

茨　城 水戸市南町３－４－５７ 水戸セントラルビル 島　根 松江市殿町３８３ 山陰中央ビル

栃　木 宇都宮市泉町６－２０ 宇都宮ＤＩビル 岡　山 岡山市北区本町６－３６ 第一セントラルビル

群　馬 前橋市本町２－２－１２ 前橋本町スクエアビル 広　島 広島市東区光町１－１０－１９ 日本生命広島光町ビル

埼　玉 さいたま市大宮区錦町６８２－２ 大宮情報文化センター 山　口 山口市小郡下郷３１２－２ 山本ビル第３

千　葉 千葉市中央区富士見２－２０－１ 日本生命千葉ビル 徳　島 徳島市沖浜東３－４６ Jビル西館

東　京 中野区中野４－１０－２ 中野セントラルパークサウス 香　川 高松市鍛冶屋町３ 香川三友ビル

神奈川
横浜市保土ヶ谷区神戸町１３４
横浜ビジネスパークイーストタワー

愛　媛 松山市千舟町４－６－３　アヴァンサ千舟

新　潟 新潟市中央区東大通２－４－４ 日生不動産東大通ビル 高　知 高知市本町４－２－４０ ニッセイ高知ビル

富　山 富山市奥田新町８－１ ボルファートとやま 福　岡 福岡市博多区上呉服町１０－１ 博多三井ビルディング

石　川 金沢市南町４－５５ ＷＡＫＩＴＡ金沢ビル 佐　賀 佐賀市駅南本町６－４ 佐賀中央第一生命ビル

福　井 福井市大手３－４－１ 福井放送会館 長　崎 長崎市大黒町９－２２ 大久保大黒町ビル本館

山　梨 甲府市丸の内３－３２－１２ 甲府ニッセイスカイビル 熊　本 熊本市中央区水前寺１－２０－２２ 水前寺センタービル

長　野 長野市南長野西後町１５９７－１ 長野朝日八十二ビル 大　分 大分市金池南１－５－１ ホルトホール大分

岐　阜 岐阜市橋本町２－８ 濃飛ニッセイビル 宮　崎 宮崎市橘通東１－７－４ 第一宮銀ビル

静　岡 静岡市葵区呉服町１－１－２ 静岡呉服町スクエア 鹿児島 鹿児島市加治屋町１８－８ 三井生命鹿児島ビル

愛　知 名古屋市中村区名駅１－１－１ ＪＰタワー名古屋 沖　縄 那覇市旭町１１４－４ おきでん那覇ビル

三　重 津市栄町４－２５５ 津栄町三交ビル
本　部

（船員保険部）
千代田区九段北４－２－１ 市ヶ谷東急ビル
（千代田区富士見２－７－２ ステージビルディング）

本部及び支部の所在地
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